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平成21年７月16日（木曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

県民政策部

１．所管する公社等の現状等について

・株式会社宮崎放送

・株式会社テレビ宮崎

・財団法人宮崎県立芸術劇場

・宮崎ケーブルテレビ株式会社

・ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社

・株式会社ケーブルメディアワイワイ

県土整備部

１．所管する公社等の現状等について

・財団法人宮崎県建築住宅センター

・財団法人宮崎県建設技術推進機構

福祉保健部

１．所管する公社等の現状等について

・財団法人宮崎県看護学術振興財団

・財団法人宮崎県生活衛生営業指導センター

・財団法人宮崎県公衆衛生センター

○協議事項

１．県内調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（13人）

委 員 長 丸 山 裕次郎

副 委 員 長 武 井 俊 輔

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 十 屋 幸 平

委 員 河 野 安 幸

委 員 山 下 博 三

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

県民政策部次長
日 高 勝 弘

（ 政 策 担 当 ）

県民政策部次長
髙 島 俊 一

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 永 山 英 也

秘 書 広 報 課 長 亀 田 博 昭

広 報 企 画 監 津 曲 睦 己

文化文教・国際課長 福 村 英 明

情 報 政 策 課 長 金 丸 裕 一

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 宮 脇 和 寛

部 参 事 兼
佐 藤 健 司

福 祉 保 健 課 長

衛 生 管 理 課 長 船 木 浩 規

県土整備部

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

県土整備部次長
岡 村 巌

（ 総 括 ）

県土整備部次長
児 玉 宏 紀

(道路・河川・港湾担当)

県土整備部次長
藤 原 憲 一

(都市計画・建築担当)
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管 理 課 長 成 合 修

部 参 事 兼
岡 田 健 了

技 術 企 画 課 長

建 築 住 宅 課 長 佐 藤 徳 一

参考人として出席した者

財団法人宮崎県看護学術振興財団

事 務 局 長 井 黒 学

財団法人宮崎県生活衛生営業指導センター

常 務 理 事 寺 田 孝 則

財団法人宮崎県建設技術推進機構

常 務 理 事 山 崎 建 至

常 務 理 事 桑 畑 則 幸

財団法人宮崎県建築住宅センター

理 事 長 鍋 島 功

常 務 理 事 藤 山 登

事務局職員出席者

政策調査課主査 松 下 新 一

政策調査課副主幹 福 島 久 大

○丸山委員長 それでは、ただいまから行財政

改革特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程でありますが、お

手元に配付の日程案及び２枚目の「説明の対象

とする公社等について」をごらんください。

本日と、あす及び23日の委員会におきまして

は、各部局のほうから、所管する公社等の現状

等について個別に説明を受ける予定としており

ます。前回の委員会において、説明の対象とす

る公社等の選定につきましては、正副委員長に

一任いただいておりますので、このとおり決定

しております。

委員会資料を見ていただきたいんですが、選

定理由として、書いているとおり、県職員並び

にＯＢが多い、県出資割合が高い、商法法人へ

の支出のあり方、設立年度が古い、そういうの

を加味して選定しております。なお、井上委員

からありましたとおり、畜産関係のほうも選定

しておりますので、よろしくお願いしておきま

す。

なお、審議のときにこの選定理由等を参考に

していただければ幸いというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、本日は、県民政策部、県土整備部

及び福祉保健部から、所管する公社等の現状等

について説明を受けたいと思いますが、そのよ

うに進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 そのように決定いたします。

次に、参考人の招致についてお諮りいたしま

す。

各部局から、所管する公社等の現状等につい

て説明を受けるに当たり、委員から、当該公社

等の現状を詳しく尋ねたいところもあるという

ことから、当委員会の審議を深めるため、当該

公社等からも可能な限り出席していただくこと

が望ましいと考えております。つきましては、

別紙の「行財政改革特別委員会参考人招致

（案）」に記載している方々に対しまして、参

考人として出席を求めたいと存じますが、御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定しま

す。

次に、参考資料に関してでありますが、お手

元に参考資料として、「公社等経営評価シー
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ト」及び「定例県議会提出報告書（県出資法人

の経営状況）」を抜粋したものをお配りしてお

りますので、審議の参考にしていただければあ

りがたいと思っております。

また、前回の委員会で、鳥飼委員より資料要

求のありました「宮崎県奨学会に関する資料」

につきましては、お手元に配付しておりますの

で、御確認をお願いいたします。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時４分休憩

午前10時５分再開

○丸山委員長 それでは、委員会を再開しま

す。

県民政策部においでいただきました。私は、

この特別委員会の委員長を仰せつかっておりま

す丸山でございます。よろしくお願いいたしま

す。

委員の紹介につきましては、時間の制約もご

ざいますので、お手元の配席表にてかえさせて

いただきます。また、県民政策部の皆様の紹介

につきましても、資料に出席者名簿を記載して

いただいておりますので、省略して結構でござ

います。

本日は、県民政策部所管の公社等のうち、当

委員会が選定いたしました公社等について、そ

の現状等に関する説明をお願いいたします。

それでは、よろしくお願いいたします。

○高山県民政策部長 おはようございます。県

民政策部の高山でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

私ども県民政策部は、県民起点の政策立案で

ありますとか、総合的な政策推進機能に加えま

して、県民生活に直結します施策を、一体的・

効果的に進める組織でございます。より質の高

い県民生活の実現を図りますために、職員一丸

となって取り組んでまいる所存でございますの

で、委員の皆様の御指導と御支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元の県民政策部説明資料をごらんいただ

きたいと思います。表紙をめくっていただきま

して目次をごらんいただきたいと思います。

まず、１ページのほうには、県民政策部の幹

部職員名簿をおつけしておりますが、これにつ

きましては省略をさせていただきます。

目次のⅡからⅦにかけまして、県出資の６つ

の法人につきまして、設立目的、組織の概要等

の御説明をさせていただきたいと存じます。詳

細につきましては、担当課長から御説明いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○津曲広報企画監 それでは、秘書広報課が所

管します２つの商法法人、株式会社宮崎放送と

株式会社テレビ宮崎について御説明をいたしま

す。

資料の３ページでございます。

まず、１、設立の経緯でございます。同社

は、昭和29年に、県内初の民間ラジオ局として

設立され、その後、昭和35年からテレビ放送も

開始をしております。

次に、（４）出資額をごらんください。総額

１億6,200万円のうち、県出資額が1,575万円、

全体の9.7％となっております。

次に、（５）出資の経緯でございますが、昭

和29年当時、本県はＮＨＫのラジオ放送しかな

い状況で、民間放送の設立は、県民の皆様に幅

広い情報を提供できることが非常に公共性が高

いということで、経済的支援として、昭和29年
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の設立時、及びテレビ事業を開始するため増資

を行いました昭和33年と34年に出資をしており

ます。

次に、２、配当金額でございます。同社の平

成20年度の経常収支は、４億1,200万円余りの黒

字となっており、県に対する株主配当金は、県

の持ち株３万1,500株、１株当たり60円というこ

とで、189万円でございます。

次に、３、出資の見直しについてでございま

す。これまでの検討の結果、（１）放送局は非

常に公共性が高いという点と、（２）株主配当

としての資産的価値があるという２つの理由か

ら、当面出資を継続したいと考えております。

なお、（１）の理由の中に、全国で40都府県が

と書いてございます。ここは39の誤りでござい

ました。訂正をお願いします。よろしくお願い

します。

では、次のページをおめくりください。株式

会社テレビ宮崎でございます。

１、設立の経緯でありますが、同社は、昭

和44年に県内２番目の民間テレビ放送局として

設立をされました。

（４）出資額でございますが、総額３億3,000

万円のうち、県出資額が1,500万円となってお

り、全体の4.5％でございます。

次に、（５）出資の経緯でございますが、テ

レビ宮崎には、昭和44年の設立時に、宮崎放送

と同様、県民の皆様に幅広い情報を提供できる

ことが非常に公共性が高いということで、経済

的支援として出資をしております。

２の配当金額でございます。同社の平成20年

度の経常収支は、７億1,000万円余りの黒字と

なっており、県に対する株主配当金は、県の持

ち株３万株に、１株当たり60円ということ

で、180万円でございます。

最後に、３、出資の見直しについてでありま

すが、先ほど御説明申し上げました宮崎放送と

同じ理由から、出資を継続しております。ここ

も40都府県のところを39ということで訂正をお

願いします。以上でございます。

○福村文化文教・国際課長 それでは、文化文

教・国際課のほうで所管しております財団法人

宮崎県立芸術劇場について御説明いたします。

お手元の資料の７ページをお開きください。

当財団は、（１）にありますとおり、県立芸

術劇場を拠点として、芸術文化等多様な文化活

動を促進し、文化の香り高い地域づくりと、心

豊かな県民生活の創造に寄与することを目的と

して、（２）にありますとおり、平成５年４月

１日に設立された公益法人であり、ことしで17

年目を迎えております。また、平成18年度か

ら、劇場の指定管理者として施設の管理運営や

各種事業を行っており、平成22年度までの５年

間が第１期指定管理期間となっております。

財団に対します県の出資総額は、（３）にあ

りますとおり、平成20年度末現在で、①の基本

財産が3,000万円、②の運用財産が16億7,204万

円の合計17億204万円となっており、（４）にあ

りますとおり、その全額を県が出資しておりま

す。

なお、先日６月26日の委員会資料には、県の

出資総額が、平成20年４月１日現在で18億1,988

万3,000円と報告しておりますが、この差額

は、20年度内に②運用財産のⅰ文化事業基金を

取り崩したことによるものであります。この②

の運用財産は３つの基金の合計であり、その内

訳について説明いたします。

ⅰの文化事業基金は、平成５年の財団設立時

に県が20億円全額をしたもので、その現在残高

であります。この基金につきましては、当初は
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利率５％で１億円の運用益を見込んでおり、そ

の運用益で自主文化事業を行うこととしており

ましたが、金利低下によりまして、平成16年度

からは基金そのものを取り崩して事業費に充て

ており、平成20年度末現在の残高が16億4,424万

円となっております。財団では、この文化事業

基金を活用しまして、３つのホールの特性を生

かしながら、国内外の多様な水準の高い舞台芸

術の招聘公演事業や、演劇講座、パイプオルガ

ンを活用した教育普及事業などを独自に企画し

て実施しております。

ⅱの文化振興基金は、劇場のパイプオルガン

設置や文化事業推進のための資金にしてほしい

ということで、企業や団体等から県が受けた寄

附金を、平成６年度に県から財団に出捐したも

のであります。

ⅲの舞台芸術振興基金は、先ほどのⅱと同じ

く、劇場の文化事業推進のための資金にしてほ

しいということで、県内の篤志家から県が受け

た寄附金を平成15年度に県から財団に出捐した

ものであります。

なお、県出資の経緯につきましては、（５）

にありますとおり、音楽や演劇などさまざまな

舞台芸術の鑑賞機会を提供するとともに、練

習、創作、発表等、県民の多様な文化活動の拠

点として劇場が建設されたのを機に、その役割

をより効率的に発揮するため、基本財産3,000万

円を出資して財団が設立されたところでありま

す。

また、設立に当たりまして、質の高い公演等

を実施するために、同財団に基金を設け、その

運用益で継続的・安定的な事業を実施すること

が必要であることから、20億円の文化事業基金

を出資したものであります。

次に、８ページをごらんください。２の組織

についてであります。

（１）に平成21年４月１日現在の財団の組織

図と職員数等を示していますが、役員が12名、

職員が32名となっています。まず、役員につい

てでございますが、常勤は、常務理事兼副館長

１名、あとの11名は非常勤であり、理事長１

名、副理事長２名、理事６名、監事２名となっ

ています。このうち、常勤である常務理事兼副

館長が県ＯＢであり、また、非常勤である副理

事長１名は県職員、県民政策部長であります。

また、職員につきましては、職員総数32名のう

ち、常勤職員が19名、その内訳としましては、

県派遣職員が10名、県ＯＢが１名、臨時職員が

８名であります。また、非常勤職員は13名と

なっており、会計事務や舞台技術業務等専門的

な業務に従事しております。

次に、（２）常勤役員の報酬額についてです

が、平成20年度実績で、常務理事兼副館長１名

の報酬は、給与や賞与・手当を含めて年額で444

万5,000円となっております。

次に、９ページをごらんください。３、事業

の概要についてであります。

まず、（１）県からの財政支出の状況（平

成21年度当初予算）についてですが、財団に対

します県からの委託料は、平成21年度当初予算

で６億4,440万6,000円となっております。その

内訳ですが、中ほどに米印で記載しております

が、１、県立芸術劇場管理運営委託費、２、宮

崎国際音楽祭開催事業の合計４億8,789万3,000

円は、指定管理業務委託料であります。３の県

立芸術劇場大規模改修事業は、平成19年度から

計画的に実施しているものであり、基本的には

県で対応するものでありますが、劇場の自主事

業の公演計画とか一般への貸館予約との調整が

必要となります工事については、その施工の効
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率性を考慮しまして、財団に委託して実施する

こととしておるところでございます。今年度

は、舞台の機構や照明、音響設備の改修などに

係る１億5,651万3,000円を財団に委託すること

としております。

続きまして、10ページをごらんください。

（２）事業実績（平成20年度）についてであり

ます。財団の20年度の事業費支出は、事業の内

容を４つの項目に分類して記載しております

が、その合計は８億6,790万5,000円であり、こ

のうち県費負担が５億4,745万7,000円となって

おります。

まず、１、劇場の管理運営につきましては、

劇場の利用、維持及び保全等に関する業務とし

て４億7,480万3,000円で、うち４億1,647

万6,000円が県費負担となっております。管理運

営に係ります具体的な事業内容経費を①から⑥

まで記載しておりますが、①の貸館事業の状況

については、表の稼働率のところをごらんいた

だきたいと思うんですけど、ホール、練習室と

もに前年より上回っており、また、利用者数に

ついても21万人強の利用があったところであり

ます。利用者数が前年に比べ減少しております

が、これはパイプオルガン改修のため、３カ月

間ホールを閉館したことによるものでありま

す。この貸館に伴う利用料金収入は5,118万円で

あり、全額が財団収入となっているところであ

ります。②から⑥は、施設の安定的かつ円滑な

運営のための経費でありまして、そのうち③

は、基本協定で指定管理者が実施することに

なっている定例的な修繕、④は、県が基本的に

実施する必要のある非定例的な修繕のうち、先

ほど申しました効率的に実施するために県から

財団に委託して実施したものであります。

次に、２、宮崎国際音楽祭についてですが、

昨年５月に開催しました①第13回の開催経費、

本年５月の②第14回の開催準備経費の合計で２

億1,871万円となっており、うち１億3,098

万1,000円が県費負担となっております。

次に、３、自主文化事業についてですが、平

成20年度は、招聘公演事業としてロンドン交響

楽団など10事業（16公演）、また、自主企画制

作公演事業として県内在住や本県出身者による

コンサートなど８事業（21公演２講座）、さら

に、教育普及事業としてオルガン講習会など13

事業（18講座）を実施したところであります。

事業費は１億1,554万4,000円であり、財団の文

化事業基金や入場料収入を財源として実施して

いるもので、県費負担はございません。

４のその他の支出については、運用財産運用

益の基金繰り入れや県への寄附金等で5,884

万8,000円となっております。

次に、11ページをごらんください。４、財務

の状況についてであります。当財団では、劇場

の管理運営並びに宮崎国際音楽祭など、県から

委託を受けて実施した事業の収支を処理する一

般会計と、当財団が主催者として実施した自主

文化事業の収支を処理する特別会計の２つに区

分して会計処理を行っております。

まず、貸借対照表について御説明いたしま

す。

財団の期末の資産状況ですが、資産合計は、

表の中ほどの二重線が引いてあるところです

が、２会計の合計で20億140万8,650円となって

おります。主なものとしましては、１、流動資

産では、２会計とも支払い等のための現金預

金、２、固定資産では、一般会計の財団の基本

財産であります3,000万円や、特別会計の特定資

産としての文化事業預金16億4,424万円等であり

ます。
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次に、負債合計は、表の負債の部の一番下の

欄にありますように、２会計の合計で１億9,390

万3,148円となっております。主なものとしまし

ては、２会計とも未払い費用がありますが、一

般会計では、清掃や舞台技術等の委託料（３月

分）とかパイプオルガンの修繕費の一部など、

特別会計では、県への寄附金などであります。

また、正味財産合計は、この表の下から２段

目の合計の欄にありますとおり、資産合計から

負債合計を差し引きました18億750万5,502円と

なっております。

次に、12ページをごらんください。正味財産

増減計算書について御説明いたします。

まず、当期一般正味財産増減額ですが、表の

下から13段目にありますけど、２会計合計

で1,459万1,918円の増となっております。ま

た、当期指定正味財産増減額は、表の下から４

段目に記載してありますとおり、２会計合計で

１億3,328万5,498円のマイナスとなっておりま

す。これは主に、自主企画文化事業の財源とし

まして、文化事業預金を取り崩したことによる

ものです。

次の13ページの財産目録でありますが、先ほ

ど説明した貸借対照表と重複いたしますので、

説明は省略をさせていただきます。

最後に、５、公社等の改革の状況について御

説明いたします。14ページをごらんください。

（１）これまでの取り組みと実績についてで

すが、まず、人的関与につきましては、中ほど

に表を示しておりますが、17年度まで16名派遣

しておりました県職員を、18年度から13名、ま

た、20年度からは10名に削減しまして、また、

役員につきましても、16年度に２名、17年度に

１名、さらに21年度に２名の県関係者を役員か

ら外し、県関与の縮減を図ったところです。ま

た、財団の文化事業基金の運用益減少を補てん

するための県補助金を平成16年度から廃止する

など、財政的関与も見直しを行ったところで

す。さらに、財団のほうにおきましても、経営

見直しの視点から、文化事業協議会を開催して

文化事業に対する要望等の意見集約に努めまし

たほか、音楽祭における企業協賛の拡充による

自主財源の確保や、各種研修会の受講などによ

る職員の資質向上を図ったところであります。

最後に、（２）今後の方向性についてであり

ます。財団は、多様な文化活動の促進という設

立の趣旨を踏まえ、芸術文化事業を安定的・継

続的に実施していくことが求められますが、経

営の効率化と自立化を図るため、組織や運営方

法等について検討するよう、引き続き指導をし

ていくとともに、県としましても、必要な人的

・財政的支援のあり方について検討を進めてい

くこととしています。

財団法人宮崎県立芸術劇場につきましては以

上であります。

○金丸情報政策課長 それでは、情報政策課が

所管しております３つのケーブルテレビ会社に

ついて御説明いたします。

資料の15ページをお開きください。宮崎ケー

ブルテレビ株式会社でございます。

まず、１の設立等でございますが、設立目的

につきましては、３社とも共通でございまし

て、多チャンネル放送や、地域に密着した情報

の提供・発信を行うことにより、地域の活性化

を図るものであります。

設立は平成元年７月で、主な事業といたしま

しては、宮崎市などにおいてテレビの多チャン

ネルサービスの提供、インターネットサービス

の提供等を行っているところでございます。

また、（４）の出資総額でございますが、12
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億6,400万円で、うち１億円が県の出資、出資割

合は7.9％となっております。

次に、県出資の経緯でございますが、都市部

との情報通信格差の解消を図るため、平成８年

の増資のときに、経済的支援という趣旨から出

資を行ったものでございます。

次に、２の配当でございますが、20年度の経

常損益は約５億6,000万円でございまして、１株

当たり1,000円、合計200万円の配当金を受け

取ったところでございます。

また、３の出資の見直しについてでございま

すが、県民の多チャンネル放送やエリア拡大に

対する要望が強いなど、事業の公益性が高いと

認められるため、当面、出資を継続してまいり

たいと考えております。

続きまして、17ページをお開きください。

ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社に

ついてであります。

設立目的は、宮崎ケーブルテレビと同じでご

ざいます。

また、設立は平成８年１月でございまして、

主な事業といたしましては、都城市や日南市に

おいて、テレビの多チャンネルサービスの提

供、インターネットサービスを行っているとこ

ろでございます。

出資につきましては、出資総額が４億8,450万

円、うち県出資は3,000万円でございまして、出

資割合は6.2％となっております。

続きまして、（５）の県出資の経緯につきま

しては、宮崎ケーブルテレビと同様、平成９年

の増資のときに、経済的支援という趣旨から出

資を行ったものでございます。

次に、２の配当金額でありますが、20年度の

経常損益は約4,400万円でございまして、配当を

行うまでの利益がないため、配当はなかったと

ころでございます。

続きまして、３の出資の見直しでございます

が、宮崎ケーブルテレビと同様の理由から、当

面出資を継続したいと考えております。

続きまして、19ページをお開きください。株

式会社ケーブルメディアワイワイについてでご

ざいます。

１の設立等でございますが、設立目的は他の

２社と同様でございまして、設立は平成元年１

月でございます。主な事業といたしましては、

延岡市や日向市等の県北におきまして、テレビ

の多チャンネルサービス、インターネットサー

ビスの提供を行っております。

出資総額は４億1,400万円、うち県出資は100

万円で、出資割合は0.2％となっております。

次に、県出資の経緯でございますが、都市部

との情報通信格差の解消を図るため、平成元年

の設立時に、県内で最初のケーブルテレビ会社

への支援という趣旨で出資を行ったものでござ

います。

続きまして、配当金額でございますが、20年

度の経常損益は約３億2,000万円でございまし

て、１株当たり5,000円、合計５万円の配当金を

受け取っております。

最後に、３の出資の見直しについてでありま

すが、ほかのケーブルテレビ２社と同様の理由

から、当面、出資を継続してまいりたいと考え

ております。

説明は以上でございます。

○丸山委員長 説明が終わりました。質疑等が

ございましたら、御発言をお願いいたします。

なお、１法人ずつ質疑を進めたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。

まず、県立芸術劇場についての質疑をお願い

したいと思います。芸術劇場についての質疑を
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先に進めた後に、商法法人を進めていき、その

後、総括として質疑をしていただければと思っ

ております。

○福田委員 これは置県100年事業の一環として

宮崎県にないものをつくったんですから、大事

に大事にという考えがお互いあるんですが、説

明の中でございました、20億円の運用基金をつ

くってその運用果実から、当初５％を予定され

たというお話がございますが、それで運営をす

るということで計画をなさったんですね。その

後、金融の大激変によってゼロ金利時代がずっ

と続いていますね、予想に反しまして。基金の

取り崩しを始めて事業に継続性を持たせざるを

得なくなっているんですが、当面こういう状況

が続くことが考えられますが、かなり基金が目

減りしても今の状態でやっていくというお考え

ですか、その辺はどうですか。

○福村文化文教・国際課長 今、委員がおっ

しゃったとおり、非常に財政状況も厳しいとい

うことで、基金を取り崩してやっていくことに

しております。当初20億円積みまして、最初は

利率５％でよかったんですけど、途中から利率

が下がりまして、その差額は県が補助金で負担

するというようなことで、１億円の事業は確保

しようということでやったんですが、その後、

今度は県の補助金はなくすということになりま

して、基金そのものを崩してやっていくという

ことで、先ほど言いましたように、現在、16億

ほどになっておるところです。私どものほう

は、いつまでこういう状況を続けるかというこ

とを検討しているわけではございませんけど、

当面は、こういう形で基金を食いつぶしながら

事業をやっていこうというような考えでおりま

す。

○福田委員 これは県民にとって非常に大事な

事業ですから、どうこうということがすぐ結論

が出るとは思いませんが、金利がほとんどゼロ

金利としてずっと推移した場合、かなり速い

ピッチでこの基金が目減りしていくと思うんで

すね。今の芸術劇場を県民に満足させる水準で

運営していくためには、もう一工夫必要な時期

に来たのかなという感じがいたします。これは

また各委員の意見が出てくると思いますから、

それもお聞きしたいと思いますが、大型の施設

ですから、かなり厳しいなという気がいたして

おります。しかし、県民にとって大事な施設だ

と、この辺のジレンマですね。いかがですか、

その辺は。

○福村文化文教・国際課長 私どもも、この芸

術劇場が県民にとって大事な施設だということ

は十分認識しておりまして、自主財源の確保と

いいますか、その辺も常に考えているんですけ

ど、内部では、その資金をどんなふうに確保す

るかと。例えば、友の会組織なんかもあるんで

すけど、そこら辺の拡充を図って資金を拡充す

るとか、また、企業のほうに依頼をしまして企

業協賛を確保するとか、そういうようなことは

考えておるんですけど、具体的に確定したもの

はまだございません。

○鳥飼委員 何点かお尋ねをしますが、今、福

田委員からもありましたように、置県100年事業

ということで、長く準備がされて開館をされた

わけです。出資の経緯にも書いてありますけれ

ども、音楽や演劇などのさまざまな舞台芸術の

鑑賞機会をということで、質の高い文化芸術を

県民に提供する場ということで設置をされてき

たと思っているんです。もう16年ぐらいたって

いますから、執行部の皆さん方も、16年前でし

たら、60歳の人が44歳ぐらいで、見通すのはな

かなか難しいんですけれども、実際的にどう
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だったのか、今どういうふうに評価をしている

のかということをまずお聞きしたいと思いま

す。

○福村文化文教・国際課長 評価といいまして

も、これは私どもが音楽好きの人からいろいろ

聞いたりする評価でございますけど、音楽文化

に対する県民の意識は確かに向上しているん

じゃないかと。最初のコンサートに行ったとき

の状況、開館当初の具体的なことを申し上げま

すと、コンサートに行ったときに、聴衆の鑑賞

のマナーといいますか、音楽の途中で拍手をす

るとか、私語をするとか、そういう状況があっ

たのが、最近の音楽祭なんかのコンサートを見

てみますと、確かに鑑賞のマナーといいます

か、そこら辺、県民の意識が確かに向上してい

ると。これは、劇場の果たした役割といいます

か、これがなければそういう機会もなかったわ

けでしょうから、確かに県民の文化意識の向上

は図られているというふうに考えております。

また、子供たちのほうも、音楽祭の中で「子ど

ものための音楽会」とかやっておりますけど、

それを実際に鑑賞したのを機に、音楽家になろ

うとか、県出身の音楽界で活躍されている方が

出てきているという状況もございますので、私

はそういうような評価は下していいかなと考え

ております。以上でございます。

○鳥飼委員 ここが開館をする前は、市役所の

ところの宮崎市民文化ホール、ずっと前でした

ら、公会堂とかそんなところがあって、そし

て、いろんなコンサートとか、大学のマンドリ

ンがあったり、交響楽があったり、それから、

Ｎ響が来ていたわけです。そういう拠点ができ

たということで、確かに私自身もそういう意味

では、質といいますか、触れる機会が数多く

なってきたというふうに思っています。皆さん

も小学校のころというか、小さいころ、学生の

ころにそういうふうな音楽に触れるということ

は、物すごく普通では考えられないような感動

というものを与えて、そして、その人たちが、

プレーヤーになる人もおるし、聞くだけの人も

おるし、趣味で楽しむ人もおるというふうに

思っているんです。そういう意味では、この劇

場が開館をしたということで、かなり質の高い

音楽なり、芸術なり、演劇を提供することがで

きるようになったのではないかというような感

じは受けているんですけど、そこをちょっと確

認をしておきたいと思います。県としてどうい

うふうにそれを見ているのか。一般聴衆といい

ますか、聞くというのももちろん一つの方法

で、今、福村課長はそういうふうな言われ方を

しましたけれども、そういうことをいろいろ含

めた上で、どういうふうな評価を県としても

やっているんですよ、評価をしていますという

のが大事だと思うんです。そこをお聞きしたい

と思います。

○福村文化文教・国際課長 県としましても、

施設の整備ということで劇場とのかかわりが強

いわけですけれども、今、委員がおっしゃった

ような評価、これは高いものがあると考えてお

ります。具体的には、県民が劇場で一回コンサ

ートをしてみたいとか、一般のアマチュアの方

たちが一回は劇場で演奏をしてみたいとか、そ

ういう動機づけみたいなものを与えるいい拠点

といいますか、そういうことになっているかと

思います。今、劇場の評価というものをお示し

しますようなまとめたものはございませんの

で、そういうことで了解をいただきたいと思い

ます。

○鳥飼委員 外山議員とか先輩の議員が、タキ

シードを着て行こうじゃないかということで、
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私はタキシードを持っていなかったから、その

ときは行かなかったんですけど、これはすばら

しいからやっぱり立派なものにしていこうとい

う熱気が、議会の側にもあっただろうと思って

いるんです。確かに、一方では、言われるよう

に、クラシックの音楽というのは、鑑賞する人

は非常に少ないというのも事実ですし、私ども

が飲んだりしてカラオケに行けば、演歌を歌う

とか、童謡も聞くとか、いろいろな音楽を楽し

むというのはあるわけなんですけれども、そう

いう意味で、原点に返った議論というのも、

せっかく機会をつくっておられますので、やっ

ていただくといいなというふうに思っておりま

す。

続けて質問しますが、先ほど言われました、

平成18年、1996年に指定管理者制度を導入され

たわけなんですけれども、なぜこの制度を導入

されたのかと今でも私は思っているんです。こ

の芸術劇場そのものを県がつくって、基金をつ

くって、そしてまた、基本財産なり、運用財産

を運用しながら、先ほど申し上げられたよう

な、芸術文化を県民に提供するという県の大き

な目的があったと思うんです。それをなぜ指定

管理者にするのか。今度指定管理者にならなけ

れば、この財団というのは解散をするのかとい

うようなことも含んでいると思っているんです

けど、その制度導入に至った経緯。課長はその

当時おられなかったから、課長に聞くのは酷な

感じはもちろんするんですけれども、お聞きを

しておきたいと思います。

○福村文化文教・国際課長 劇場のほうは18年

４月１日から指定管理者になっているわけです

けど、その前、１年前後かけまして、県全体の

指定管理導入の動きがありまして、県の方針と

しまして、既に委託で運営している施設につい

ては、例外なく指定管理を導入するというよう

な指針が決定されまして、劇場のほうもそれに

従ったというふうに理解をしているところでご

ざいます。

○鳥飼委員 それで、例えば、図書館を指定管

理者にという議論が時々出てきたりするんです

けど、これは非常に逆立ちをした議論だと。自

治法改正の目的を見失った議論だというふうに

思っているんです。何のために図書館があるか

といったら、文化の拠点でありますし、情報を

得るところでもあります。それを指定管理者に

していくということは、指定管理者制度の目的

ですね、なぜこの制度が導入されて、自治法が

改正されたのかというところを見れば、当然、

図書館は指定管理者制度にはなじまないと思っ

ているんです。

同じように、そういう前提があったにして

も、私は、ここは丸々県が、県の意思として、

宮崎県の芸術文化向上のために全力を挙げて

やっていこうという取り組みをしてこられたわ

けですから、そこを途中で軌道修正を図ること

になるわけで、ここはちょっと当時、議論不足

だったのではないか。私は、指定管理者制度の

運用を誤っているんじゃないかというふうに

思っているんです。これも福村課長に聞くのは

酷だと思いますけれども、お尋ねをします。

○福村文化文教・国際課長 そういう御意見も

納得できる部分も十分にあると思っているんで

すけど、いずれにしましても、18年に導入した

時点でそういう方針が決定されたということ

で、県の全体的な方針の中で判断されたことだ

と思っております。当時、サービスの向上とか

経費の削減ということがねらいとして上がって

おりましたので、その目的は果たしてきている

というふうに考えております。
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○鳥飼委員 これ以上答弁は求めませんけど、

当時、管財課が担当していましたね。管財課の

課長が説明したときに、当時は後藤さんだった

と思うんですけれども、課長の名前はどうでも

いいですけれども、これは一律に適用するのは

おかしいですよ、法の趣旨を間違えますよとい

うお話をしたことがあるんです。ですから、そ

の時点に遡及した感じで、今後議論を進めるに

当たっても、指定管理者制度がなぜ導入をされ

たのかという地方自治法の改正の趣旨、目的も

勘案しながら、いろいろ議論を進めていってい

ただきたいということを要望しておきたいと思

います。

○緒嶋委員 県費をどれだけ投入するかという

のが今後一番課題になるわけですが、20年度か

ら見たら、20年度が県費が約５億4,000万です

ね、５億5,000万と言ったけど。21年度は６

億4,000万ですね。１億ふえた。今後とも大規模

改修等があれば、この金額というのはもうしば

らくはふえるというふうに見たほうがいいと思

うんですが、このあたりはどういうふうに理解

すりゃいいんですか。

○福村文化文教・国際課長 このふえていく部

分は、施設の大規模改修計画というのがござい

まして、それを達成するためにちょっとふえて

いくという傾向が出ているかと思っておりま

す。

○緒嶋委員 そのふえ方はちょっとぐらいです

か。ちょっとというのは、ちょっと意味がわか

らんのだけど。

○福村文化文教・国際課長 計画では、今年度

は設備費に１億6,700万かけるということにして

おりますが、22年度は２億3,000万ぐらいふえる

予定にしております。それに伴って財団のほう

から寄附をいただくということにしております

ので、財団のほうもちょっと負担が、要するに

基金が減っていくということになります。

○緒嶋委員 ２億でそれは終わるわけですか、

大規模改修は。

○福村文化文教・国際課長 指定管理期間もご

ざいますので、一応22年度までは計画を立てて

おるんですが、23年度以降については、まだ具

体的に幾らかけてやるかは決めていないところ

でございます。

○緒嶋委員 決めていないということは、補修

とか大規模改修は必要がないという前提でそう

しておられるんですか。

○福村文化文教・国際課長 補修につきまして

は、やはり老朽化が絶対出てきますので、必要

ないということはないと思うんですが、今の財

団の指定管理期間が22年度まででございますの

で、そこを区切りとして具体的な経費の算定は

していると。23年度以降はまた別途……。

○緒嶋委員 指定管理者のそれが、それだから

すべてが終わるわけじゃないわけだから、長期

的な物の見方で判断しなきゃ、指定管理者のこ

とだけを言っては私はおかしいと思うんです

ね、考え方として。その辺の長期的なもの、将

来の課題というのはそういうあたりを指してい

るんじゃないですか、「必要な人的、財政的支

援のあり方について検討する」。そのあたりを

明確にしながら将来のあり方を考えていか

にゃ、指定管理者の間だけで検討するというこ

と自体が、私はちょっとおかしいんじゃないか

と思うんです。そのあたりはどうですか。

○福村文化文教・国際課長 いずれにしまして

も、この補修には、県のほうと財団のほうと

で、財団の協力をいただきまして、半額ほどは

財団の基金からしていただくということをやっ

ているものですから、23年度以降、今の財団が
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引き続き指定管理者ということになる状況がご

ざいましたら、話し合いでそういうことも協力

をいただけるかと思っています。

○緒嶋委員 いずれにしましても、基金が減る

ということですね、間違いなく。

○福村文化文教・国際課長 間違いなく基金は

減っていくと思います。

○緒嶋委員 減っていくということでしょう。

その辺を含めて考えていかにゃいかんのじゃな

いかということです。

それと、県職員が今でも10名ですね。県職が

行くというのは、給与の面等で、給与水準が民

間に比べたら高いと思うんです。県職員を派遣

しなきゃならんのかと、そのあたり。ノウハウ

の問題とかいろいろなことを含めて、県職員を

派遣しなきゃ、指定管理者にしながらも運営が

成り立たんのかどうか。このあたりはどうです

か。

○福村文化文教・国際課長 今の財団法人の設

立のときに、人事当局、県当局の判断で、プロ

パーの職員は採用せずにやっていこうと。この

財団は県と密接な関係がございますので、半官

というかそういうことで、県の派遣職員で運営

していこうということでスタートしておりまし

て、その後もプロパー職員は採用せずに来てお

ります。それで、専門的な職員がなかなか育た

ないという問題はあるんですけれども、当初の

方針を踏襲したままで今来ております。また、

指定管理者の問題もありますから、いろいろと

複雑な問題が絡んでいるところでございます。

○緒嶋委員 指定管理制度のいろんな問題もあ

るわけですね。そういうことであれば、将来的

なことをもうちょっと具体的にせんと、課題を

抱えたまま引き継いでいくような感じで、将来

的な展望が開けんし、最終的にはにっちもさっ

ちもいかんようになるような仕組みになってお

るんじゃないか、今のままいけば。

もう一つは、入場者というか、利用者の数そ

のものは、開館当初から今までの推移はどうな

んですか。利用者そのものはふえておるのかど

うか。これはどうなっているんですか。長期的

に見て。

○福村文化文教・国際課長 利用者も、開館当

初からずっとふえてきている傾向にございま

す。

○緒嶋委員 それと、財政的に国の交付税措置

なんかでこういう施設に対してそういうものが

あるのかどうか。

○福村文化文教・国際課長 施設そのものに対

する県の補助は今のところないんですけれど

も、（「交付税」と言う者あり）交付税はあっ

たかと思います。建設当時ですね。

○緒嶋委員 こういうことがあることに対す

る、運営に対する交付税措置的なものが加味さ

れておるのかどうかということ。

○福村文化文教・国際課長 運営自体に対する

交付税の措置というのはないと思います。

○緒嶋委員 もう一つは、全国的にこういう施

設があるわけですね、各県に。その運営の形態

というか、そういうものは全国的に見たらどう

なっているのか。

○福村文化文教・国際課長 指定管理制度を導

入しているかどうかということも調査しておる

んですけれども、市町村の施設なんかも含めま

して全国的に4,177ありまして、現在の管理運営

形態ということで、直営が市町村を含め

て2,771、66％を直営でやっておりまして、指定

管理者は1,406で、33.7％が指定管理者でやって

おるという状況でございます。

指定管理者にしたところで、公募をしたか非
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公募だったかというのも調べております。以

前、直営でしていたところを指定管理者に移行

した施設が146あるんですが、公募でやったとこ

ろが83施設、非公募でやったところが63施設と

いうような数字が出ております。

劇場みたいに管理委託で既にやっていたとこ

ろで、直営に戻したところが78、指定管理者に

したところが1,201、93％ぐらいは指定管理者に

したというような状況が出ております。それを

公募でやったか非公募でやったかということも

調べておるんですけど、指定管理者に移行し

た1,201施設のうち、公募でやったところが410

施設、非公募でやったところが791施設、パーセ

ントでいいますと、公募のほうが34％、非公募

が65％というようなデータが出ております。

○緒嶋委員 今言われたのを皆メモはできませ

んので、それは資料としてください。

それと県の場合ですね、全体を言えば市町村

まであるわけですが、県が管理するというか、

県営のものの中で、県がつくった中でどうかと

いうような大きなところを見らんと、市町村ま

で比較してはちょっとわけがわからんように

なってしまう。

○福村文化文教・国際課長 後で調べてという

ことでよろしいでしょうか。

○緒嶋委員 はい。

○井上委員 今の緒嶋委員からの指摘と大方か

ぶるところがあると思うんですが、答えていた

だきたいんですけれども、先ほどからありまし

たように、将来的なこととかを考えていけば、

財務改善というのは物すごく大事だと思うんで

す。財務改善をする。ですから、自主財源をど

うやって拡充していくのかということ、これは

すごく大切だと思うんです。どのような冠で

やっていくのかということはすごく大事だと思

うんです。先ほど緒嶋委員からも出たように、

それは県の職員の感覚だけで大丈夫なのかとい

う問題点とかいろいろあると思うんです。今後

人的支援の見直しとかもしなければならないと

思うので、そういう方面から考えると、そこに

ついてはどのような考え方を持っているんです

か。せっかく芸術劇場があって、これをずっと

存続させるということを視点にして考えた場合

なので、そこの見通しみたいなのを含めて教え

てください。

○福村文化文教・国際課長 実は、現在、「国

際音楽祭を考える懇談会」というのを開催して

おるんですけれども、音楽祭の行方も絡みまし

て、指定管理者の問題、財団の財源の問題、い

ろいろな問題が絡んでおりまして、当課のほう

におきましても、どうするのかということで、

今、部を挙げて真剣に検討をしているところで

ございます。財団そのものについては、やはり

設立の趣旨からいけば、ずっと存続といいます

か、継続的・安定的に存続していかないといけ

ないというのは当然のことだと思っております

ので、そのことを踏まえた上で、どういう方法

があるのかということを今真剣に検討しておる

ところでございます。

○井上委員 この特別委員会で議論する内容と

そちらが検討される内容とが違うのかと言われ

ると、議論していて、基本的に委員会の論議と

そちらの論議とが合うのかというのがちょっと

心配になるんですね。委員会としてはこういう

方向だったけれども、そちらの論議としてはこ

うなったみたいな、部の議論ではこうなったみ

たいなのでは困るので。もともと私どもに提出

されている資料によると、来年の３月には検討

に入るためのちゃんとしたものを出すというふ

うになっているわけだから、委員会の場所にあ
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る程度検討の状況というのは出てきてもいいの

ではないかというふうに、私は今回思っていた

わけです。平成19年から見直し内容の検討をし

て、内容・時期等についての検討もするという

こと。人的支援の見直しもですね。来年の３月

には実施予定というふうになっているわけで、

この委員会で、今、緒嶋委員から出たようない

ろいろな指摘をしたとして、今進んでいる議論

と、今積み重ねてきている議論とどうマッチし

ているのか。委員が言われたことと、どこあた

りはマッチしているけれども、ここについては

こう違うとか、そういう具体的なものが出てこ

ないと、単に漠として、これはおかしいという

机上の空論だけでいいのかなと思うんです。私

ども、前も見に行かせていただいて、実際、補

修費の大規模改造修繕費ですか、そのことやら

を考えたときに、これをずっと将来維持してい

くのにという指摘は、そのときの委員会でも

あったと思うんです。それを実際やっているの

に、それはきちんときょうの委員会のあれの中

では出てこないんですかね。

○福村文化文教・国際課長 今、井上委員の

おっしゃるような課題があると十分認識してお

るんですけど、きょうの委員会にその検討状況

を出すほどの熟度はまだないというところでご

ざいます。私どもは、県の一般的な指針であり

ます人的・財政的関与の縮減ということの課題

につきましては、ここに掲げておりますような

努力はしてきているというふうに理解している

ところでございます。

○井上委員 どうしても今回の見直しは、「行

財政改革について」という冠が私たちにもつい

ているわけで、ということになってくると、ど

こをどんなふうに改善した場合に行財政改革の

一つの効果というか、成果が出てくるのかとい

う問題になると思うんです。今回の委員会を受

けてそこはどのようにお考えなんですか。

○福村文化文教・国際課長 行財政改革と、指

定管理者という制度も絡んでいるものですか

ら、指定管理期間が５年ということで、財政的

には、５年間を担保するような形で県費が注ぎ

込まれるということで、どうしても第２期の指

定管理をどうするかということと絡めて、財政

的関与をどうするかというのは検討していくこ

とになるんじゃないかと思っております。

○井上委員 自主財源の確保をしていくという

ことになると、それを拡充していくということ

になってくると、内容が非常に充実しているこ

とと、全国からだれか来ていただけるだけの経

済的波及効果のあるようなものをつくり上げて

いかないといかん。そんなプログラムを組み続

けていかないといけないということだと思うん

です。その辺のネットワークも含めて、今のこ

の体制の中でそれは可能な状況だというふうに

お考えなんですか。

○福村文化文教・国際課長 現時点におきまし

ては、音楽祭なんかも実施しておりますし、い

ろいろ著名な方のコンサートなんかもやってお

りまして、県外からお客さんが来るというよう

な評価はしているところでございます。

○井上委員 先ほど、人がすごくふえたと。こ

れに参加してくださる人たちがふえたというの

は、ストリート音楽祭とかを含めての人数も

入っているんじゃないだろうかと思ってしまう

んですが、それは全く別というふうに理解して

いいということですか。

○福村文化文教・国際課長 ストリート音楽祭

なんかの評価もいろいろあるかと思うんですけ

ど、芸術劇場が拠点となりまして、そういう音

楽活動、県民の文化意識の向上を継続的にやっ
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てきた結果、宮崎市内でのストリート音楽祭な

ど、音楽祭とタイアップして立ち上げようとい

う雰囲気になってきているかと思いますので、

県民のかかわりがふえてきているというような

評価はしているところでございます。

○井上委員 宮崎県が持っているものの中で、

投資型というか、金をずっとある程度注がない

といけないところと、そこでもうかろうとする

ところと、随分違うと思うんです。だから、考

え方をあれしないと、マイナスを含めて吐き出

す部分、県の財政を持ち出さないといけない部

分が多いところに関して言えば、行財政という

立場からいうと、これはないほうがいいのでは

ないかという議論にならざるを得なくなってく

るじゃないですか。だから、本当にここをずっ

と存続させるという視点で言えば、ある程度の

財政的負担をするということが頭にないと、マ

イナス、マイナスと言っていたら、全部削れば

いい、なくせばいいという議論になると思うん

です。だから、どこがビルドでどこがあれなの

かというのをきちんとしないと、議論がはっき

りしないところがあるのではないか。指定管理

者にしたのもそのせいなんでしょう。財政的に

少しでも負担が少なくなっていくように指定管

理者を入れたと。そこが明確にならないと意味

がないのではないだろうかというふうに思うん

です。ある程度持ち出さないといけない部分を

分けて考えていただかないと、あいまいに言わ

れると、本来の意味が、これを県が持っている

意味がないというふうになってしまうんですけ

ど、そこを。

○丸山委員長 時間がありますので、簡略に答

弁をお願いしたいと思います。

○福村文化文教・国際課長 県が文化振興をや

るということは総意ができておるといいます

か、この財団をつくった経緯とか今までやって

きたことを踏まえますと、県がこういう文化振

興にかかわって、文化行政の一つとして劇場運

営をやっていくというのは、私は今後もずっと

続けていくんだろうというふうに考えておりま

す。

○丸山委員長 次に、できれば商法法人のほう

に移らせていただこうと思いますので、商法法

人について質疑のある方はお願いしたいと思い

ます。時間の都合がありますので、簡略にお願

いいたします。

○緒嶋委員 それぞれのケーブルテレビです

よ。宮崎県全域をケーブルテレビでカバーする

と。県民の情報格差をなくすというようなこと

も含めて出資の経緯があるということであれ

ば、そういう構想を将来持ってそれぞれのエリ

アで頑張っていただくとか、そういうような方

向に持っていくことが重要ではないかと。エリ

アを広めるというか。そのあたりの考えという

のはないのかどうか。

○金丸情報政策課長 全体を含めた考え方とい

うのは整理しておりませんけれども、現在、地

上デジタル放送対応として、ケーブルテレビを

活用した再送信で、辺地共聴施設の改修を行わ

ずに皆さんが受信できるようにという動きもご

ざいますので、そういったところを含めて、

今、国を含めて個別に協議を行っているところ

でございます。特にそういう計画があるという

わけではございません。

○緒嶋委員 情報というのはやはり生活に欠か

せないものなんですね。配当の有無というのも

重要かもしれんけど、この配当の有無以上に、

全体のエリアを広めて情報格差を少なくするた

めに出資したんだということのほうが、配当が

あるからないからというのは、これは大したこ
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とじゃないんじゃないかという気がするので、

そういう将来的なものを県も持って会社と当

たっていくというような形が私は必要じゃない

かという気がしてならんのです。県もそれこそ

光ファイバーでもいろいろやっておるわけで、

そういうものを含めた中で物を考えていく。将

来的に情報社会をどう充実していくかというよ

うな視点を持って情報政策を進めるというもの

があっていいんじゃないかという気がするわけ

です。ぜひそれは考えてください。

○福田委員 私は、ケーブルテレビの設立時点

の出資や、当時５～６億助成したと思います

が、その審議をする委員会におったんですが、

そのとき私が要望申し上げたことは、経営から

いいますと、住宅密集地を中心にケーブルを引

いていくのが経営的にはいいんですけど、それ

では県が出資や助成をする意味がないから、同

じ行政区域にあったら、住宅密集地とあわせ

て、情報過疎になる集落にも同時に、少々の無

理があっても配線をしてもらいたいということ

で、当時の企画調整部長に要請し、当時の企画

調整部長がその後、初代社長になられたと思い

ます。そういう経過があるんですが、どうもそ

れは余り守られていないようですね。私は当時

の予算審議を今思い出して、残念だなと。一面

では経営ということがありますから、そんなに

めちゃくちゃに、１戸のところに持っていけと

かそういうことは言いませんが、鉄道ぐらいを

通り越すとか、あるいは同一行政の１～２キロ

の範囲であれば対応するぐらいの努力が必要と

思いますが、今になりますと、地デジの問題

や、あるいは光ファイバーが先行して入ってき

ましたから、魅力がだんだん薄れてくると思う

んですね、ケーブルテレビに対しまして。その

辺はどう考えておられますか。

○金丸情報政策課長 それぞれ会社によって経

営方針が違っておりますので、統一した対応で

はないんですが、例えば、延岡のワイワイテレ

ビでは、旧北浦町が全戸光ファイバーネットワ

ークを引いておりますので、延岡市からそれを

借りて、賃借料を払った上でケーブルテレビの

サービスを行っていると。その中で、地上波の

受信ができないところについても再送信を行っ

ているという事例もございますし、今年度は経

済危機対策で、市町村が事業主体となった光

ファイバーネットワークをやりまして、それを

借りてケーブルテレビ放送をやると。例えば、

実際に今動いておりますのは、美郷町が、旧北

郷村で「きららビジョン」がありましたので、

これを今、西郷区、南郷区に拡大すると。ある

いは椎葉村が、全戸光ファイバーネットワーク

を今やっておりますので、そういう事業を今、

実は、市町村から要望を取りまとめて国と協議

中であります。今後そういうサービスも少しず

つではありますが、拡大していくのではないか

というふうに思っております。

○福田委員 都合がいいところを答弁されまし

たが、最初スタートした宮崎ケーブルテレビで

そういうことが見受けられたから私は指摘した

んです。未設置のところはまだ残っていると思

います。後発の延岡を都合のいいように答弁さ

れましたが、先発した、しかも私どもが予算審

議に加わり、なおかつ初代の社長に当県庁ＯＢ

が座った会社でそういうことがあったんですか

ら、その辺はしっかりもう一回精査してくださ

い。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

○十屋委員 宮崎放送、テレビ宮崎ですけど、

先ほど最後のほうで、全国39都府県が地元放送

局に対して出資していると。公共性が高いから
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ということですけれども、出資していない県は

なぜ出資していないのか。テレビ局がないの

か。そのあたりをお聞かせいただけますか。

○津曲広報企画監 全国で８県、当然、引き算

しますと８県になります。九州は佐賀県と沖縄

県が出資をしていないという状況です。佐賀県

は、福岡の放送局の送信塔が佐賀と福岡の県境

の背振山にございまして、佐賀県は、民放局は

１局、佐賀テレビというのがございます。これ

は別途つくられたということで、佐賀県として

は、熊本、長崎、福岡が入るから出資をする必

要はなかったという格好になっています。沖縄

県がもう一県ございます。これは琉球政府とい

いますか、日本復帰前から国策でいろんなこと

が行われておりまして、県が出資をしていない

という現状です。それから、あと残り６県ござ

います。北海道とか、都会に近いところとかあ

るんですけど、いろいろ事情があって、売却を

されたところもありますし、まだ持っていらっ

しゃるところが今のところ39。中でも、筆頭株

主になっていらっしゃるところも実際12県ござ

います。以上であります。

○十屋委員 出資の割合的にすると、先ほど筆

頭株主になっていらっしゃる県もあるというこ

とですが、おしなべて平均的に宮崎県は出資し

ているのかというところはどうなんでしょう

か。

○津曲広報企画監 大きいところは20％近く出

していらっしゃいます。あとは、増資のたびに

お金を出されていなかったところは総体的に下

がってくるという格好で、宮崎の9.7とか4.5と

いうのは大体平均のあたりかなと思っていま

す。以上です。

○鳥飼委員 宮崎放送とテレビ宮崎の関係で、

配当があるということなんですけど、それ以外

に、県とのかかわりといいますか、テレビ局に

対して県がどういうふうなかかわり合いを持っ

ているのか、逆はあるのか、現状をお聞きした

いと思います。

○津曲広報企画監 まず、配当についてでござ

いますが、出資をしましてから大体10％ない

し12％の配当がございまして、累計で、ＭＲＴ

さんで8,800万円余り、ＵＭＫさんで6,300万円

余りの配当になっています。それから、私た

ち、実は宮崎の県政放送ということで、それぞ

れのテレビ局に県政番組の放送委託という格好

でやっております。例えば平成21年度につきま

しては、テレビ宮崎さんが3,000万円余りでござ

います。ＭＲＴさんはテレビとラジオにお願い

をしておりまして、3,395万ですから、約3,400

万円近くと、こういう状況でございます。以上

です。

○鳥飼委員 株主総会があると思うんですけれ

ども、そこに出ておられるんですか。

○津曲広報企画監 ことしは私が代理で出させ

ていただきました。

○鳥飼委員 津曲さんが出れば、大体大丈夫か

なと思うんですけれども。これまでの経緯で、

そこで発言をするとかそんなことがあるのか。

それとも、その場ではないにしても、事前のい

ろんな協議の場でそういうような意思の交換を

するとか、そういうことはあっているんでしょ

うか。

○津曲広報企画監 私ども、この２社につきま

しては、県政番組の放送をお願いしているもの

ですから、まず、県政番組の視聴率を上げてく

ださいよと、いろいろ工夫をしてお願いします

という話は―株主総会の場ではとんとんと審

議が進みますので―資料が届いた段階でさせ

ていただくという格好にしております。以上で
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す。

○鳥飼委員 テレビの番組料3,000万前後という

ことですけれども、価格的にはどうなんでしょ

うか。株主だからちょっと安くしてくれている

のか、高く取っているのか、その辺はどうで

しょうか。

○津曲広報企画監 それぞれ九州各県いろんな

テレビ番組がございまして、私たちも九州各県

の会議にも出させていただいております。それ

から、当然、テレビ局さんには、15分番組をこ

のくらいやったらこの時間帯でお幾らですよと

いう値段表もございます。それから見たら、割

安という格好になっております。

○鳥飼委員 頑張っていただきたいと思いま

す。それで、もう改善はされましたけど、女子

の結婚退職があるんじゃないかということで、

私は公の場では言ってこなかったんですけれど

も、総務委員会のときにちょっと申し上げたこ

とがあるんですけれども、ぜひそういう気づい

た点等があったら、株主総会でなくてもいいで

すから、それは伝えていただきたいと思うんで

す。県の政策目標というのは、男女の雇用機会

均等というのがあるわけですから、女性の地位

向上というのもあるわけですから、そこは、企

画監の熱意もあるようですから、ひとつ必要な

ときには伝えていただくということをお願いし

ておきます。

○武井副委員長 確認を１点だけ。エフエム宮

崎が出資の対象になっていないのはなぜか、お

聞かせください。

○津曲広報企画監 そのころ、いろいろ協議を

されて、出資割合、それから最初に集められる

お金ということから、県の出資はなかったと聞

いております。

○武井副委員長 ということは、要望があった

けどしなかったということではなくて、そもそ

も向こうからそういうリクエストもなかったと

いう理解でよろしいということでしょうか。

○津曲広報企画監 記録によりますと、ござい

ません。

○武井副委員長 わかりました。電波メディア

にはこういうふうに出ているんですが、全国的

な傾向等もわからないので伺いたいと思うんで

すが、宮崎日日新聞への出資はなぜないのかと

いうことについてお伺いをしたいと思います。

公共性ということでいえば同じではないかと考

えますが、いかがでしょうか。

○津曲広報企画監 一生懸命考えたんですけ

ど、わかりません。

○丸山委員長 ケーブルテレビのことで、出資

額が１億円、3,000万、100万と、出資割合

も7.9、6.2、0.2とばらばらなんですけれども、

これは今後どうされるのか、議論をしているの

か。それだけちょっとお伺いしたいと思ってい

ます。

○金丸情報政策課長 商法法人に対する出資見

直しは改革指針の中に出ておりますので、検討

しなければならないと考えておりますけれど

も、宮崎ケーブルテレビにつきましては宮崎市

と同額を出資、ビィーティーヴィーケーブルテ

レビにつきましては都城市と同じ額を出資とい

う形になっております。ただ、その後、市町村

合併がありましたので、都城市、延岡市のほう

が旧町村分を含めて出資額は多くなっておりま

す。ただ、延岡につきましては、早かったとい

うことでございますので、非常に低いんです

が、これについては、地元企業が中心となって

やられたということで聞いております。いずれ

にしても、状況を見ながら検討すべきはしてい

きたいというふうに考えております。
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○丸山委員長 ほかにございませんか。

○河野安幸委員 その他でいいですか。

○丸山委員長 時間が迫っておりますので、簡

潔にお願いしたいと思います。行財政改革に関

してということであれば。

○河野安幸委員 部長にちょっとお伺いしま

す。これには出ておりませんけれども、スカイ

ネットアジア航空に８億円も県費を出しておる

という話、あれは株主じゃないんですか。

○高山県民政策部長 申しわけありません。

ちょっと私は勉強不足で、今、記憶にないんで

すが。

○河野安幸委員 ちょっと調べたら、８億ぐら

いスカイネットアジアに出していると。

○高山県民政策部長 ちょっとお待ちくださ

い。

ＳＮＡが事業を開始したときに、補助金とし

て出しているというのはあるそうですが、出資

としてはしていないということでございます。

○河野安幸委員 その補助金の根拠は何です

か。

○高山県民政策部長 これは明確な正しいこと

かはっきりわかりませんが、私が記憶している

限りにおきましては、宮崎の場合、非常に航空

運賃が高い。例えば、当時、東京にはＡＮＡし

か飛んでいない。できるだけ多くの飛行機が飛

んでいただく。２ライン、３ライン、ＪＡＬと

かそういうのがあったと。そして、その中で、

県民のためにより安い航空便が必要だというこ

とで、そういう事業が始まった段階で、県とし

ては、補助することが県全体にとって有益だと

いうことで補助金を出したというふうに記憶を

いたしております。

○河野安幸委員 スカイネットは余りにも欠航

が多過ぎる。果たして８億がたの役目は果たし

ておるのかと私は思っているんです。

それと、スカイネットが入ったばかりに、大

型飛行機が入らんようになって、一番困ってお

るのが花農家なんです。カスミソウとかバラと

か航空便に積まれんで、今、鹿児島まで運んで

行きよるわけなんですが、そのところもまたひ

とつ御検討いただきたいと思います。以上で

す。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、質疑を終わらせてい

ただきます。県民政策部の皆さん、お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午前11時25分休憩

午前11時27分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

県土整備部及び所管法人からの参考人に来て

いただいております。

私は、この特別委員会の委員長を仰せつかっ

ております丸山でございます。よろしくお願い

いたします。多少お待たせしましたことを大変

申しわけなく思っております。

委員の紹介につきましては、時間の制約もご

ざいますので、お手元の配席表にかえさせてい

ただきます。また、県土整備部及び参考人の皆

様の紹介につきましても、資料に出席者名簿を

記載していただいておりますので、省略して結

構でございます。

本日は、県土整備部の公社等のうち、当委員

会が選定いたしました公社等について、現状等

の説明をお願いいたします。それではよろしく

お願いいたします。

○山田県土整備部長 県土整備部長の山田でご
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ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、行財政改革の関連としまして、財団

法人宮崎県建築住宅センター及び財団法人宮崎

県建設技術推進機構につきまして、担当課長か

ら御説明申し上げます。

県出資の公社等につきましては、日ごろか

ら、適正な業務運営等に対し、県が指導監督を

行っているところであります。引き続き公社等

の運営が適正に行われるよう努めてまいります

ので、委員の皆様におかれましても、今後とも

御指導、御支援のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

なお、本日出席しております職員及び公社等

役員の紹介につきましては、委員会資料１ペー

ジに記載しております名簿により紹介にかえさ

せていただきたいと存じます。以上でございま

す。

○佐藤建築住宅課長 建築住宅課でございま

す。財団法人宮崎県建築住宅センターの概要に

ついて御説明いたします。

３ページをお開きください。

まず、１、設立等についてでありますが、

（１）設立目的は、建築確認検査等の建築及び

住宅に関する審査と、県民に対する建築及び住

宅に関する知識の普及、建築に従事する技術者

に対する技術情報の提供を行い、県民の福祉の

向上に寄与することを目的にしております。

（２）設立は、昭和48年12月18日で、（３）の

出資金総額1,000万円のうち、県は５％に当た

る50万円を出資しております。（４）出資者

は、表にありますように、県を初め、建築関連

の30団体であります。

次に、（５）出資の経緯でありますが、当時

は、高度経済成長に伴う住宅の大量供給の時代

でありまして、行政の補完的な業務といたしま

して、県民への建築・住宅に関する知識の普及

や、建築技術者への情報の提供を行い、また、

公共住宅の管理の支援をあわせて行う地方住宅

センターの設置が急務とされておりました。こ

うした中、各県へのセンターの設置につきまし

て国からの指導もあり、県としましては、県民

の福祉の向上に寄与するものであることから、

建築関連団体等への出資を要請し、あわせて県

も出資することとして設立されたところです。

次に、４ページをお開きください。２、組織

についてであります。

（１）平成21年度の組織体制でありますが、

図の表記につきましては、左側の中ほどの注の

ところにありますように、括弧の内数は非常勤

役員または嘱託職員等でありまして、丸印は内

数で県の派遣職員、四角印は内数で県職員ＯＢ

であります。まず、役員としましては、理事

長、副理事長、常務理事、理事４名、監事２名

の合わせて９名であり、このうち常務理事のみ

が常勤で、県職員ＯＢであります。中ほど、事

務局長の下に総務課と確認検査課の２課があ

り、職員の総数は17名であります。総務課は、

プロパー職員１名と嘱託職員等２名の計３名、

確認検査課は、県派遣職員３名と嘱託職員等

の10名の計13名になります。役員と職員をまと

めたものが枠内の数字になります。県との関連

では、役員において県職員ＯＢが１名、また職

員において県派遣職員が３名という状況であり

ます。

次に、（２）常勤役員の年収額、20年度の実

績であります。常勤役員は常務理事１名で、

約900万円を支給しております。役員報酬規程が

ありまして、この常務理事は県派遣職員であり

ましたので、県給与規程によっておりますけれ

ども、21年度は県ＯＢの常務理事となり、約400
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万円の年収額になっております。

次に、５ページをお開きください。３の事業

の概要であります。

（１）県からの財政支出の状況であります

が、県からの補助金、委託料はございません。

（２）平成20年度の事業実績につきまして

は、確認検査業務を初め、11事業を実施してお

ります。主な事業の実績を御説明いたします。

（１）確認検査業務は、建築基準法に基づく

知事指定の確認検査機関として、１戸建て住宅

を対象とした建築確認等を実施し、約2,900万円

の事業費になっております。

（２）住宅瑕疵担保責任保険等業務ですけれ

ども、これは新築住宅の不具合等建築業者等が

建築主に対して10年間保証できるようにするた

めの保険引き受けの審査業務でありますけれど

も、約1,800万円の事業費であります。

（６）耐震診断判定業務は、学校の校舎等に

ついて行った耐震診断や補強設計が正しく行わ

れたかを判定するもので、事業費は約1,350万円

であります。

表の（１）から（11）までの事業をそれぞれ

実施いたしまして、一般県民や建築業者の方々

に利用していただいたところですけれども、い

ずれも重要な業務で、住宅建築物の安全・安心

の確保に大きな役割を果たしていると考えてお

ります。

次に、６ページになりますけれども、４、財

務の状況としまして、まず、貸借対照表であり

ます。当年度と記載されております平成20年度

について御説明いたします。

まず、資産の部につきましては、流動資産と

固定資産を合わせた資産の合計は、資産合計の

欄、１億4,111万円余となっております。これに

対しまして、負債の部と正味財産の部を合わせ

た合計は、一番下の欄でございますが、１

億4,111万円余となり、資産の部と同額になって

おります。

次に、７ページをお開きください。正味財産

増減計算書であります。

まず、当年度の一般正味財産増減の部の１の

経常増減の部、（１）経常収益でありますが、

事業収益にあります建築確認検査収益を初めと

した事業の収益が、中ほど、経常収益計で１

億3,036万円余となっております。これに対しま

して（２）経常費用でありますが、事業費を初

め管理費のそれぞれの細目について、その合計

は、８ページ中ほど、経常費用計にあります

が、１億3,704万円余となっております。その１

つ下の段、経常収益から経常費用を差し引いた

当期経常増減額は668万円余の減額となっており

ます。これにより、２、経常外増減の部にあり

ます増減額を加えた当期一般正味財産増減額

は、661万円余の赤字になっております。

その右の前年度をごらんください。3,684万円

余の赤字になっております。この平成19・20年

度と２年続いた赤字についてでありますけれど

も、センターは、設立以来、県営住宅等の公共

住宅管理業務を事業の柱にしてきたところで

す。しかしながら、18年度からの県営住宅への

指定管理者制度の導入に伴い、この業務を廃止

いたしまして、建築確認検査等の審査業務に特

化することとして、事業の絞り込み、18～19年

度にかけて20事業から11事業に絞り込んでおり

ますけれども、これを行いました。それまでの

人員体制を大きく削減することが困難であった

ために、19年度は大幅な赤字になったもので

す。20年度は、19年度と比較いたしますと、収

益で1,300万円の増、また費用で1,700万円の減

として赤字幅を圧縮しております。必要な事業
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量の確保とともに、県派遣職員の１名減による

人件費等のコスト縮減を行った結果でありま

す。21年度につきましては、同様に、事業量の

確保とともに、県派遣職員２名減による人件費

等の縮減を行い、約500万円の黒字を見込んでい

るところであります。

次に、９ページをお開きください。財産目録

でありますが、内容につきましては貸借対照表

と同じでありますので、省略させていただきま

す。

次に、10ページですけれども、５、公社等改

革の状況であります。左の欄に改革項目、右の

欄にこれまでの取り組みと今後の方向性につい

て記載しております。

まず、①公社等のあり方見直しについてであ

りますが、公共住宅管理業務を廃止したことに

伴い、平成19年度から、建築確認検査等の住宅

に関する各種の審査サービスへ業務内容を特化

し、住宅瑕疵担保責任保険等の審査を一括して

実施できる県内唯一の指定機関としての役割を

担うことにいたしました。良質な住宅を求める

県民のニーズにこたえ、かつ、安全・安心な審

査サービスを提供するセンターの役割は、今後

ますます重要になってくるものと考えておりま

す。今後につきましては、平成25年11月末が期

限とされている一般財団法人への移行に向けた

取り組みを進めてまいります。

②公社等の経営見直しにつきましては、平

成18年度末に経営計画、平成19～24年度の６年

間のものを策定しておりますけれども、事業の

整理・再編や組織の見直しを行い、経営の効率

化及び自立化に取り組んできたところです。こ

の経営計画の見直し、平成21～25年度の５年間

になりますけれども、これを行った上で、それ

ぞれの業務とサービスを充実させ、事業量の確

保に努めますとともに、効率的な業務執行や経

営の自立化に向けた組織体制の構築等、さらな

る取り組みを進めてまいります。

③県と公社等の関係見直しにつきましては、

平成19年度をもって県からの財政支出はなくな

りました。また、県派遣役職員の人事引き揚げ

により、人的支援の見直しを図ってまいりまし

た。今後も引き続き、県派遣職員の順次引き揚

げを行うことにしております。

④情報公開推進についてでありますが、イン

ターネットのホームページ等により、寄附行

為、役員名簿、事業報告書及び決算資料等を公

表しております。

財団法人宮崎県建築住宅センターにつきまし

ては以上であります。

○岡田技術企画課長 技術企画課でございま

す。財団法人宮崎県建設技術推進機構の概要に

ついて御説明申し上げます。

13ページをお開きください。

まず、１の設立等でございますが、当推進機

構は、宮崎県における建設事業の技術水準の向

上を図り、県・市町村の発注体制を補完・支援

し、公共事業の円滑な執行と建設事業の振興発

展に寄与することを目的として、平成12年４月

１日に設立されております。

出資総額は、県からの出資額2,000万円と市町

村からの出資額1,000万円を合わせました3,000

万円でありまして、県の出資割合は66.7％と

なっております。

出資者は、県と設立当時の全市町村を合わせ

まして45団体であります。

出資額、出資割合は表のとおりでございま

す。

次に、県出資の経緯でございますが、国から

の要請や市町村からの設立要望を受け、守秘性
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や公正さなどの観点から、民間企業を活用でき

ない部門について発注体制を補完・支援する公

的センターの整備を図るため、県と市町村が出

資したものであります。

14ページをごらんください。２の組織でござ

いますが、まず、組織体制の数字の見方につい

て御説明いたします。中段のほうに注意書きが

ありますが、数字は人数を示しておりまして、

両括弧は非常勤役員並びに嘱託職員等の人数を

あらわしております。また、丸は内数で県職員

の人数を、四角は内数で県職員のＯＢの人数を

あらわしております。

まず、役員から御説明いたしますと、理事長

以下、常務理事が２名、理事が９名、監事が１

名で、合計13名となっておりまして、常勤役員

は、常務理事の県職員ＯＢ１名と県職員１名の

計２名であります。

次に、職員について御説明いたしますと、事

務の常務理事が兼務しております事務局長、並

びに技監以下、３つの課から構成されておりま

す。まず、総務企画課には、常勤６名と嘱託職

員などの９名、計15名。土木課には、常勤10名

と嘱託職員など４名の計14名。建築課には、常

勤１名と嘱託職員等の３名、計４名の職員が配

置されております。職員は合計で34名となって

おります。このうち９名が県職員であります。

次に、常勤役員の年収額についてでございま

す。平成20年度の実績は、常勤役員２名の平均

年収額で約700万円となっております。

次に、15ページをお開きください。３の事業

概要でございますが、県からの財政支出の状況

といたしましては、表にありますように、平

成20年度は４つの事業を実施しております。

まず、積算検収事業ですが、予定価格を算出

するために必要な実施設計書を作成する業務を

行っておりまして、委託料が１億6,180万円余で

あります。

次に、電算事業では、予定価格を算出するた

めのシステム保守管理業務を行っておりまし

て、委託料が1,551万円余であります。

また、新技術・新工法等各種情報提供事業で

は、新技術、新工法などの情報提供、それに電

子入札及び電子納品などについての民間研修事

業を行っておりまして、委託料が682万円余であ

ります。

最後に、施工体制監視事業ですが、工事現場

における施工体制の点検を行う業務を行ってお

りまして、委託料が5,367万円余であります。

いずれも、守秘性や公正さなどの観点から、

民間企業を活用できない事業の委託でございま

す。

全体の事業実績といたしましては、下の表に

ありますように、（１）から（８）の事業を実

施しております。

次に、財務の状況でございます。16ページで

ございます。（１）の貸借対照表についてであ

ります。

まず、Ⅰの資産の部でありますが、１の流動

資産は、現金預金など合計で１億1,709万円余と

なっております。次に、２の固定資産でありま

すが、基本財産やその他の固定資産など、合計

で２億6,372万円余となっております。流動資産

と固定資産を合わせた資産の合計は、３億8,082

万円余となっております。

次に、Ⅱの負債の部でありますが、未払い金

など合計で1,027万円余となっております。

次に、Ⅲの正味財産の部でありますが、下か

ら２行目にありますとおり、合計で３億7,054万

円余となっております。

17ページをお開きください。（２）の正味財
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産増減計算書についてであります。

まず、Ⅰの一般正味財産増減の部の１の経常

増減の部、（１）経常収益でありますが、事業

収益など合計で２億6,719万円余となっておりま

す。これに対しまして、（２）の経常費用であ

りますが、事業費と管理費を合計しますと、

右、18ページ中ほどの経常費用計にあります

が、２億8,607万円余となっております。その１

つ下の段、経常収益から経常費用を差し引いた

当期経常増減額は、1,887万円余の赤字となって

おります。これに２の経常外増減の部にありま

す増減額を加えた当期一般正味財産増減額

は、1,887万円余の赤字となっております。これ

は、市町村におきまして、公共事業費が縮減さ

れるとともに、近年、大きな災害が発生してい

ないことから、市町村からの受注実績が伸びて

いないために赤字となったものであります。

Ⅲの正味財産期末残高は、一番下の段であり

ますが、３億7,054万円余となっております。

19ページをお開きください。ここには財産目

録を記しておりますが、貸借対照表と内容が重

複いたしておりますので、説明は省略させてい

ただきます。

次に、20ページの５の公社等改革の状況につ

いてでございますが、４つの改革項目につきま

して、これまでの取り組みと実績及び今後の方

向性について御説明いたします。

まず、①の公社等のあり方見直しについてで

すが、会計基準につきましては、平成19年度か

ら新公益法人会計基準に変更したところです。

公益法人制度改革につきましては、各種説明会

への参加や、当推進機構と同様な目的で設立さ

れました各都道府県の法人に対する情報収集に

努めてきたところです。今後は、具体的に移行

計画を策定し、平成25年11月までの移行完了に

向けて、関係機関との協議を進めることとして

おります。

次に、②の公社等の経営見直しについてです

が、平成17年度に、平成21年度を目標とする経

営計画を策定いたしまして、組織体制の見直し

及び経営収支改善を図ってきたところです。今

後は、新たな経営計画を策定いたしまして、よ

り効率的な組織体制で経営収支の均衡を図って

いくとともに、積極的に市町村へＰＲ活動を行

うこととしております。

次に、③の県と公社等の関係の見直しについ

てですが、経営計画や財務状況に見合った職員

の配置を進めるとともに、県派遣職員の見直し

を進めてきたところです。今後も、経営計画や

財務状況に見合った職員の適正な配置に努めて

いきたいと考えております。

最後に、④の情報公開推進についてですが、

ホームページ等によりまして、寄附行為、役員

名簿、事業報告書及び決算資料、事業計画書及

び収支予算書、役員報酬規程等を公表している

ところです。

以上で、財団法人宮崎県建設技術推進機構関

係について説明を終わります。

○丸山委員長 説明が終わりました。質疑等が

ございましたら、御発言をお願いいたします。

なお、１法人ずつ質疑を進めたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

まず、建築住宅センターの質疑をお願いいた

します。

○福田委員 わからない点を教えてほしいんで

すが、建築確認業務を県から受けられ始めたの

は何年ぐらいでしたかね。確認審査。

○鍋島理事長 平成12年から民間確認検査機関

として実施いたしております。

○福田委員 平成12年でしたら、当時はまだ宮
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崎市の確認審査業務は受けておったわけです

か、どうですか。私の質問の仕方が悪かったん

でしょう。宮崎市はこのセンターで確認申請を

やっているんですか。どうですか、それは。

○鍋島理事長 センターは県下全域を対象とし

ておりまして、宮崎市ももちろん含んでおりま

す。

○福田委員 そうしますと、この確認検査業務

の数字が落ち込んでいるというのは、今の住宅

事情、建築が経済不況下で減少しているという

ことが中心になるわけですね。埼玉県の住宅建

築センターでしたか、大きな問題になりまし

て、マスコミをにぎわせたわけでありますが、

当県の内容を見ますと、非常に健全な数字だな

というふうに見ておるんですが、それでもなお

かつ赤字が出るような体制ですね。ピーク時の

建築確認審査から今どれくらいダウンしている

んでしょうか。

○佐藤建築住宅課長 姉歯事件がありまして件

数が落ちてきた状況があったんですけれども、

そういうのが起こる前の18年度の件数は、県内

で確認件数5,739件ということだったんですけれ

ども、これが20年度に4,7 7 6件ということ

で、1,000件ほど低下をしております。そのよう

な状況です。

○福田委員 偽装ももちろんですが、これから

の人口動態等を考えますと、住宅建設がもとに

戻るということは極めて厳しいと思うんです。

その辺からしますと、確認検査業務というのは

縮小の方向ですか。どうですか、見通しとして

は。確認件数としては減るが、チェックをしっ

かりしなくてはいけないということで、むしろ

業務としてはふえることもあると思いますが、

件数としてはどうでしょうか。かなり厳しいで

しょうか。

○佐藤建築住宅課長 増加することはもちろん

ありませんし、減ることを予定しております。

最近の建築住宅センターの―戸建て住宅を専

門にしているんですけれども―確認件数の推

移を申しますと、16年あたりは1,000件ちょっと

です。19年度にかなりふえまして1,404件になっ

ているんですけど、20年度は1,200件強。21年度

につきましては、減ってくることを予定しまし

て、１割減ということで、事業計画では1,150件

ということで予定をしております。今後もその

推移を見ながら、件数を適正に見積もって事業

計画を立てていくというようなことで考えてお

ります。

○福田委員 県内の人口の３分の１を占める宮

崎市部において、戸建てから、見てみますと、

集合住宅のマンション建設が非常にふえておる

んです。そうしますと、私は法的な問題はよく

わかりませんが、将来は陣容を充実して、マン

ションの確認申請までできるような体制に移行

可能なんですか。その辺はどうですか。

○鍋島理事長 現在は、一戸建て住宅にセンタ

ーとしては限定しているわけですけれども、マ

ンション等まで拡大するということは、体制的

な問題もあります。構造計算等のチェックとか

いろんな面が出てきますので、現在ではちょっ

と無理だと思いますけれども、できる体制がで

きれば十分可能であろうと思っています。

○福田委員 内容的には戸建てが減少していく

わけですから、今の陣容を維持しようと思った

ら、新たな仕事を付加しなければ難しいという

数字を読み取ったんですが、まあ、結構です。

○佐藤建築住宅課長 先ほどの資料の５ページ

を見ていただきたいんですけれども、確認検査

業務は一戸建てを対象にしておりますけれど

も、住宅瑕疵担保責任保険等業務、住宅金融支
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援機構適合証明業務、住宅性能評価業務のほう

は、共同住宅も対象にしておりますので、マン

ションもこちらのほうでは対象になっておると

いうことです。そちらのほうの事業は今後ふえ

ていくだろうと思っています。

○福田委員 戸建てで保険業務、証明業務の依

頼率はどれぐらいありますか。100％ですか。こ

れは保証関係でしょう。

○丸山委員長 時間が迫っておりますので、わ

からなければ後でということで。

○佐藤建築住宅課長 そのほとんどを保証する

ということなんですけれども、限度もありまし

て、８割というのが限度だったかなと思ってい

るんですけど、確認いたします。

○福田委員 そういう付保する、性能の保険を

掛ける住宅の比率はどれくらいですかというこ

とです。

○佐藤建築住宅課長 瑕疵担保責任保険のこと

ですね。５ページに20年度の実績を書いており

ますけれども、住宅瑕疵担保責任保険等業務登

録戸数513戸ということで。

○福田委員 それはもうわかっていますが、全

住宅建設戸数、戸建ての住宅に対する比率はど

れくらいになっていますか。全部かかっている

わけじゃないでしょう。

○佐藤建築住宅課長 20年度の戸建て住宅の県

内の着工件数は、約4,700件ということですの

で、１割強ということですけれども、住宅瑕疵

担保責任保険等業務につきましては、住宅瑕疵

担保履行法がことし10月１日から施行されまし

て、建設業者等が引き渡す場合には、すべての

新築住宅に義務づけされますので、これでふえ

てくるというふうに思っております。20年度に

比べて増加するというふうに思っています。

○鳥飼委員 何点かお尋ねしたいと思います。

そもそも50万しか県が出資していないのにど

うじゃこうじゃ言うなというのは一つあるかも

しれませんけど、それはさておいて、確認検査

業務が平成12年からということでしたね。平成

７年、1995年に阪神大震災が起きて、建築基準

法なりいろんな法律が改正をされて、しっかり

やっていこうということになるかと思ったんで

すけれども、そうではないような方向になって

いったと私は思っているんです。ですから、姉

歯さんとか、イーホームズとかいろんなのが出

てきたということなんですけれども、戸建てが

大体5,000件ということですから、この表でいき

ますと1,300～1,400ぐらいですから、25～26％

から30％をセンターが確認業務をやって、あと

は県の土木なり市がやっているというような理

解でよろしいんでしょうか。

○佐藤建築住宅課長 戸建て住宅の20年度の建

築確認件数は3,394件ということだったんですけ

れども、それの36.5％を建築住宅センターで

やっております。あとは宮崎市さん、都城市さ

ん、延岡市さん、日向市さんの特定行政庁、ほ

かに日本ＥＲＩ（イーアールアイ）、これは大

臣指定の指定確認検査機関なんですけれども、

そこがプレハブ住宅なんかを一部やっておると

いう状況です。

○鳥飼委員 建友会館に入っておられるところ

ですね。わかりました。

この検査業務というのが、新たに民間に委託

をされる。ここは半分公的なといいますか、そ

れがありますから、そういう信頼感というのは

あるんですけど、全く純粋に民間も入ってきた

というところで、一連の事件が起きたのではな

いかというふうに私は思っているんです。そう

いう意味では、このセンターの役割といいます

か、責任といいますか、県内で果たすものは比
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重が増してきたのではないかというふうな気が

しております。そこで、説明資料の４ページに

職員の状況等も書いております。お尋ねしたい

のは、実務をやられる職員の方が４名で、うち

県職員が３名、嘱託職員等が13名ということに

なっているんです。資格等わかれば教えていた

だけるといいんですけど。

○佐藤建築住宅課長 一級建築士と、建築主事

と同等の建築基準適合判定資格者という資格が

あるんですけれども、役員以下の職員も含めま

した一級建築士の数が現在10名です。うち県職

員が２名です。建築基準適合判定資格者につき

ましては、役員、職員含めて９名で、うち県職

員が３名という状況です。

○鳥飼委員 一級建築士が役員の方も含めて10

人で、県職員の方が２名ということですから、

３名のうちの２名だと思います。建築何とかと

か難しいことを言われたところが９名で、県職

員が３人と言われたんですね。嘱託職員等とい

う方もおられるんです。これにも一級建築士の

方もおられるというふうにお聞きをしているん

ですけれども、そこを御説明いただけますか。

○佐藤建築住宅課長 現在、嘱託職員、契約職

員は13名いるんですけれども、この中で一級建

築士が６名、建築基準適合判定資格者が４名と

いう状況です。

○鳥飼委員 そういう資格を持ってやっておら

れるということで、人物といいますか、人材を

確保するのも苦労があると思うんですけど、そ

の割には待遇は余りよくないというふうなお話

もお聞きしたんですけれども、そこら辺はいか

がなんでしょうか。

○佐藤建築住宅課長 おっしゃるとおり、審査

の適正を確保するためにはきちんとした資格者

が必要なんですけれども、センターでもそうい

うことを非常に危惧いたしまして、嘱託職員は

月に15万ぐらいの金額で待遇があっていると思

うんですけれども、そこについて資格給的なも

のを、一級建築士を持っていれば幾ら、あるい

は建築基準適合判定資格者を持っていれば幾ら

というようなことで、待遇を考えて、きちんと

した資格者を確保するための手だてを講じてい

るところです。

○丸山委員長 休憩します。

午後０時３分休憩

午後０時４分再開

○丸山委員長 再開します。

○鳥飼委員 住宅の管理業務ですね、もう持っ

ていったからうちはわかりませんと、センター

のほうはなるんだろうと思うんですけれども、

県全体として、指定管理者に移行するときに、

母子世帯とか、所得の問題とか、いろいろ個人

のプライバシーにかかわる問題を、管理者とい

うところでいいのかというような議論があった

んです。これは今現在どのように担保されてい

るんでしょうか。これはセンターということで

はなくて、県としてお聞きしたいと思います。

○佐藤建築住宅課長 指定管理者に対する個人

情報の保護ということでしょうか。これにつき

ましては、契約の中で、保護に関する規定を入

れて契約を結んでいるという状況です。それと

か、パソコンで管理をしておりますけれども、

担当以外の者がさわれないような、認証できる

ような措置を講じておるとか、そこらで個人情

報の保護を守っているということです。

○鳥飼委員 そういうことで実際やっておられ

ると思うんですけれども、県のほうで委託して

いるわけですから、そのチェックもやっていた

だきたい。というのは、委託をされた側は
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「しっかりやっていますよ」と言うけれども、

漏えいをした後では困るんです。「非常に初歩

的なミスで申しわけございませんでした」では

困るわけで、そこは県が実際に、委託先でそう

いうふうなことが適正に遵守されているのかど

うかというところを確認していただきたいと思

います。

○佐藤建築住宅課長 指定管理者には立ち入り

も行っていますし、社長さんとか代表の方を集

めた定例の会議も毎月行っておりまして、そう

いうことが絶対ないようにやっております。こ

れからもさらにそれを続けていきたいと思って

います。

○鳥飼委員 よろしくお願いします。

○徳重委員 耐震診断の状況についてお尋ねし

たいと思います。153件という判定件数がここに

示されていますが、これは戸建てと集合住宅と

いった関係はどういう数字になっていますか。

○佐藤建築住宅課長 これは住宅ではなくて、

今、学校の耐震が進められておりますけれど

も、文部科学省のほうで、補助の要件として、

耐震の診断あるいは補強設計の判定を義務づけ

しておるものでありまして、ほぼすべてが校舎

になっています。住宅はございません。

○徳重委員 戸建てについても、各市町村等で

補助を出しているところもあったりしますね。

県内で耐震診断に対する補助を出している市町

村があるんですか。

○佐藤建築住宅課長 県の耐震診断促進事業で

市町村に助成をしておりますけれども……、

やっている市町村数ということですか。ちょっ

と待ってください。

28市町村ですべて事業は実施しておるんです

けれども、実績のない市町村もありまして、28

市町村のうち22市町村が現在実績があるという

状況です。これも市町村に働きかけに行ってお

りまして、今年度はすべて実施するように働き

かけております。そうしていきたいということ

で頑張っております。

○徳重委員 そういった市町村が補助まで出し

ているわけですから、当然これから戸建ての耐

震診断も進めていかなきゃならない。県も積極

的にかかわっていかなきゃならないと思うんで

す。そうなると、診断の技術者というんです

か、かなり必要になってくるかなと、これから

職員をふやしていかなきゃならないんじゃない

かという気がしたものですから、そういう考え

方はできないか。

○佐藤建築住宅課長 しばらくお待ちくださ

い。済みません、手元に耐震診断士の数を持っ

ておりません。

○徳重委員 センターの職員の中に診断士はい

らっしゃらないんですか。

○佐藤建築住宅課長 建築住宅センターの耐震

診断判定業務につきましては、耐震診断判定委

員会というのを設けておりまして、この判定委

員会の委員は、大学の構造の専門家の方を招い

て判定を行っておりまして、職員がみずから

行っているということではないんです。そうい

う形で、学術的な判定もあわせて行っておると

いうことです。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

○十屋委員 10ページのところで、公社等のあ

り方の見直し、経営見直し等４項目あります。

一番上に業務内容の特化とあるんですが、先ほ

ど説明があった11項目で、中心にするのが審査

サービス等とあるんですけれども、このあたり

を御説明していただきたいのと、業務を縮小し

ていく部分と残す部分、それから、25年11月ま

での一般財団法人への移行ということで、その
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下の③のところの県職員派遣の順次引き揚げと

いうことを見ると、組織をスリム化していくの

かなと思うんですけれども、業務内容と組織の

形についてちょっと。

○佐藤建築住宅課長 ５ページのところに、事

業実績で事業が１から11まであるんですけれど

も、このうち、９の宅地建物取引主任者資格試

験業務は、21年度から宅地建物取引業協会さん

のほうに移行しましたので、それを除く10の事

業はこれからも拡充していくというか、事業量

を確保していきたいということで、さらに進め

たいということで考えております。

それから、25年11月までの一般財団法人への

移行に向けた取り組みということですけれど

も、これは公益法人から一般財団法人、民営化

の方向に移行していくという、公益法人制度改

革に基づいて行うものなんですけれども、その

取り組みをできるだけ早く進めたいということ

で、イメージとしては、24年４月くらいに移行

していくようなことをイメージしております。

それに伴って、③の県と公社との関係見直しの

県派遣職員の順次引き揚げ、それも一般財団法

人移行までになるということを想定しておりま

す。そういうスケジュールで進めていきたいと

いうことです。いろいろ課題もありますので、

そこらを解決しながらやっていきたいというこ

とです。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

○佐藤建築住宅課長 先ほど徳重委員からお話

のありました木造の耐震診断士ですけれども、

登録数は20年度末で325名になっております。こ

れもできるだけふえるようにやっておるんです

けれども、そういう状況です。

○丸山委員長 なければ、次に、建設技術推進

機構について御質疑のある方は発言をお願いい

たします。

○河野哲也委員 17ページの経常収益のところ

で、施工管理事業収益だけが増というふうに

なっているんですけど、ここら辺の説明をお願

いします。

○岡田技術企画課長 施工管理事業が増益にな

りましたのは、施工体制監視員が３名から８名

に増員になったことによる増益でございます。

○河野哲也委員 市町村からの受注実績が減っ

た状況の中で、入札制度改革の中の管理体制の

強化だと思うんですけど、これによって各業者

がそれなり……、これは管理料とかそういうも

のを支払うというのではないんですか。職員の

増加によるという部分を具体的に聞かせてくだ

さい。

○岡田技術企画課長 施工体制の監視を強化す

るために、従来よりふやしまして４チームで今

行っているわけですが、その点検を行うための

人件費がふえたことによって主に増収になった

ということでございます。

○河野哲也委員 工事担当の業者の負担がふえ

たという意味ではないんですか。

○岡田技術企画課長 これは、低落札等で品質

低下のおそれがある現場に点検に入るわけで

す。したがいまして、施工体制の点検の場には

現場代理人等に同席してもらったりして点検い

たしますので、今まで全くなかったところ、今

まで全くなかったというか、点検を行うことに

よってそれなりの対応というのはふえておりま

すが、我々としても、そのことが業者の過大な

負担にならないように努力しているつもりでご

ざいます。これは受注業者にとっての費用負担

はございません。

○河野哲也委員 今、公共事業が非常に減り、

入札制度改革によって業者側の負担もあらゆる
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部分でふえてきた中で、こうやって強化体制を

とったことによって充実したんだと、プラスに

なったんだというのをきちっと評価していただ

かないと、どうしても僕たちのイメージとして

は、負担が大きくなっているというイメージが

非常にあります。そこら辺の評価をしっかりし

ていただきたいと、要望です。

○岡田技術企画課長 我々も摘発するために

行っているのではなくて、少しでも品質が上が

るように、また受注者の技術力がアップするよ

うに、点検を通じまして、受注者側からも喜ば

れるような点検になればいいなと考えて、ま

た、現場でもそのような指導をしたいと考えて

おります。

○緒嶋委員 事業量が減れば県の財政支出は逆

に毎年下がるわけですか。推進機構ができてか

らの財政支出はどうなっているわけですか。

○岡田技術企画課長 平成12年に設立されまし

て、ピークは平成13年なんですが、13年の県の

財政支出といいますか、委託費は５億8,037

万9,000円でございました。20年では２億3,781

万9,000円ということでございます。

○緒嶋委員 それだけ財政支出は下がったわけ

ですね。これも事業量とかあると思うんです

が、問題は、それとは別に、市町村から積算と

か工事の管理とか委託されるわけですね。この

ことがあることによって、市町村の財政コスト

というか、人件費を含めて、市町村もメリット

があるんだというようなものが出てくると私は

いいと思うんです。市町村も行革をやる中で、

機構に頼むことによって市町村のメリットも出

てくるんだというような説明はできんものかど

うか。

○岡田技術企画課長 これは当財団の設立目的

にもございまして、小さな市町村、小規模自治

体によりますと、例えば建築職の技術者をそれ

ぞれの町で抱えるということは大変だと。そう

いうことで、推進機構を活用することによって

小規模自治体のメリットが出るように考えてお

ります。また、実際、平成17年の大災害が発生

した折は、災害支援、査定から実施まで推進機

構に委託が随分多くて、その当時は、市町村か

らの委託は１億2,000万ほどございました。以上

です。

○緒嶋委員 そういうことであれば、五ヶ瀬と

か日之影に職員まで派遣したとかいろいろある

ので、機構があることによってそういうメリッ

トがあるんだということで、今後の意義づけと

いうか、公益性というか、そういうものを高め

ていくということも必要かなと。公共事業その

ものが縮小される中で、今後大変厳しい面もあ

るのかなという気もしますし、県の関与をどこ

まで今後とも続けるのかということもあるし、

今、入札制度の中で守秘義務とかいろいろなも

のの中で、こういうものが漏えいされてはいか

んというような面もあると思うんですが、その

あたりはどうですか。

○岡田技術企画課長 市町村へのＰＲは、先ほ

ど答えましたように、そもそも当機構を設立し

た目的でございますので、今、市町村へのＰＲ

は積極的に行っているところであります。そし

て、やはり推進機構にはすぐれた技術が備わっ

ております。そういう技術を備えた職員を多数

保有しておりますので、そのあたりの活用を推

進していきたい、そのように考えております。

○緒嶋委員 守秘的なものはどうですか。その

辺はぴしゃっとしているのかどうか。

○岡田技術企画課長 今、一般競争入札が進む

中で、守秘義務というのが大変重要になってお

ります。そういう意味で、積算業務というのは
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民間企業にはなかなか出せない。これはやはり

推進機構の中でやっていかないとできないのか

なと。市町村への支援等は推進機構での活用に

なるのかなと、そのように考えております。

○山崎常務理事 御指摘のように、当機構は、

入札価格算定のもととなる積算業務を担当して

おりますので、守秘性の維持というのは極めて

重要でございます。そのために、就業規則に、

職員の守秘義務に関して厳格な規定を設けると

ともに、綱紀保持あるいはコンプライアンスの

徹底については、折に触れ、指導し、倫理性、

規範性の高い職員の育成に力を注いでいるとこ

ろでございます。また、職場の執務環境につき

ましても、担当者席への建設関係業者の出入り

については御遠慮いただいておりますし、同時

に、決裁書類の裏返し回覧であるとか、パソコ

ン画面の電源管理の徹底、あるいは不用となっ

た書類の本人によるシュレッダー処理、また、

入札前の設計書はかぎつきのキャビネットに一

括して保管するなど、情報の漏えい防止につい

ては厳重に努めているところでございます。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

私のほうから１点だけですが、公共工事の検

査業務は、農政、環境森林と分かれているのを

一元化しているわけです。同じように、このよ

うな委託業務を環境とか農政のほうも受けてい

る団体があるんです。今後、公共工事全体が縮

減方向で推移すると思っているんですが、その

辺の３団体等の統合とか、経営をうまくやって

いこうというような話はまだしていないのか、

それをお伺いしたいというふうに思います。

○岡田技術企画課長 公共三部に関するアウト

ソーシングの御意見でございますが、まだそこ

までは検討に至っていない状況でございます。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、県土整備部を終わり

ます。県土整備部の皆さんは退席して結構で

す。

暫時休憩いたします。

午後０時25分休憩

午後１時29分再開

○丸山委員長 委員会を再開いたします。この

委員会に対しまして傍聴の希望が出ております

ので、傍聴についてお諮りいたします。

宮崎市の神中氏から、本日の委員会を傍聴し

たい旨の申し出が届いております。これを許可

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 御異議ありませんので、傍聴者

の入室を認めます。

それでは、傍聴者の入室のために暫時休憩い

たします。

午後１時30分休憩

午後１時30分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

まず初めに、傍聴される皆様にお願いしま

す。当委員会の審査を円滑にするために静かに

傍聴してください。また、傍聴に関する指示に

ついては速やかに従っていただきますようお願

い申し上げます。

本日は、福祉保健部及び所管法人からの参考

人においでいただいております。

私は、この特別委員会の委員長の丸山でござ

います。どうかよろしくお願いいたします。

委員の紹介につきましては、時間の制約もご

ざいますので、お手元の配席表にかえさせてい

ただきます。
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また、福祉保健部及び参考人の皆様の紹介に

つきましても、資料に出席者名簿を記載してお

りますので、省略して結構でございます。

本日は、福祉保健部所管の公社等のうち、当

委員会が選定しました公社等について、その現

状等に関する説明をお願いいたします。それで

はよろしくお願いいたします。

○宮脇福祉保健部長 福祉保健部長の宮脇でご

ざいます。

まず、この場をおかりまして、病気療養のた

めに６月議会を欠席しましたことに対しまして

おわび申し上げます。本当に御迷惑をおかけし

ました。

委員の皆様には、日ごろから福祉保健行政の

推進に御指導、御鞭撻を賜り、感謝を申し上げ

ます。本日は、当部所管の公社等のうち、委員

会から御指示のございました公社等につきまし

て、その現状等について説明をさせていただき

ます。

お手元の行財政改革特別委員会資料の目次を

お開きください。

２の説明を行う公社等の概要についてであり

ますが、（１）財団法人宮崎県看護学術振興財

団、（２）、同じく、宮崎県生活衛生営業指導

センター、（３）、同じく、宮崎県公衆衛生セ

ンターの３団体につきまして、担当課長から説

明をいたします。

なお、福祉保健部及び所管法人からの出席者

は、１ページのとおりでございます。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○佐藤福祉保健課長 福祉保健課でございま

す。

当課が所管しております財団法人宮崎県看護

学術振興財団につきまして御説明をいたしま

す。

お手元の特別委員会資料の４ページをお開き

ください。

まず、１の設立等についてでありますが、

（１）の設立目的にございますように、当財団

は、本県における看護領域等に係る学術研究の

振興、及び教育研究の地域間交流、国際交流な

どの学術交流の促進、さらには看護職者をはじ

め、県民の生涯教育の振興を図ることを通しま

して、本県の保健・医療及び福祉の発展に貢献

することを目的として設立されたものでありま

す。

（２）の設立年月日でございますが、県立看

護大学開学の前年となります平成８年４月５日

に設立をされております。

次に、出資総額でございますが、20億円で、

県の出資割合が100％となっております。

（４）の県出資の経緯についてでございます

が、当財団は、人口の高齢化あるいは医療技術

の進歩等に対応した看護職者を育成確保し、本

県の看護水準の向上を目指しまして、（１）で

御説明しました設立目的に沿った事業を実施す

ることとしておりますが、その実施のための財

源は、基本財産の運用、平たく申し上げます

と、運用利子を充てることとして発足をいたし

ました。このため、設立者である県が、財団へ

の基本財産として20億円を出資したものであり

ます。

また、当財団は、九州で初の県立看護大学を

設置するに当たりまして、将来にわたって教育

・研究水準の維持・向上を図るという目的を達

成するために、故松形知事が議会の御了解を得

て、設立に取り組まれたと伺っております。

次に、２の組織についてでございます。

（１）の組織体制につきましては、役員の構
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成は、理事長が１名、副理事長が１名、理事が

４名、監事２名の計８名となっておりまして、

すべて非常勤となっております。うち、理事１

名及び監事２名が県職員ＯＢとなっておりま

す。

また、監事と記載しております下でございま

すが、この財団の助成事業の審査を行うため

に、理事会の下に審査委員会を設置しておりま

して、外部の有識者を加えた５名の方が事業の

審査に当たっております。

さらに、その下でございますが、事務局体制

についてでございます。事務局長、総務課長な

ど県立看護大学の職員４名が兼務するととも

に、嘱託職員を１名財団で雇用し、事務の執行

に当たっております。

なお、（２）の常勤役員の報酬額であります

が、当財団には常勤役員はおりませんので、該

当はございません。

次に、資料の５ページでございます。３の事

業概要でございますが、毎年、当財団では、学

術研究の支援等のための助成事業を、予算規模

としては例年1,500万程度の事業でございます

が、実施しております。

20年度の実績を掲げております。まず、大き

く３つございまして、１つ目が（１）の学術研

究の支援に関する事業でございまして、例え

ば、がん体験者あるいはサポーターから成りま

すＮＰＯ等と協働して、県内のがん予防対策推

進事業に取り組む。あるいは、本県における政

策課題であります子育て支援対策として、子育

て支援プログラムの作成を目指す育児支援事業

など、社会的に要請の強い教育研究に対する助

成を行いまして、全体で７件の研究に対して677

万2,000円の助成を行っております。

次に、（２）の教育・研究の地域間交流や産

学公交流の促進に関する事業ですが、地域の保

健・医療交流促進事業として、親子のきずなづ

くりを目指す取り組みや、ナイチンゲール研究

の推進など、４件の事業に対しまして38 7

万5,500円の助成を行っております。

また、（３）の教育・研究の国際化、国際交

流の促進に関する事業ですが、研究成果の発表

を目的とする、助産師の研究の国際会議への出

席及び発表、並びにチェンマイ大学など国外の

大学等との交流事業、あるいは学生の留学生派

遣事業など、３件の事業に対しまして10 2

万5,000円の助成を行っております。なお、これ

らの事業に関しましては、冒頭の県出資の経緯

で説明いたしましたように、すべて基本財産の

運用等により実施しておりまして、県からの補

助金や委託料などの財政支出は現在行っており

ません。

次に、６ページをお開きください。４の財務

の状況についてでございます。当財団は、公益

法人会計基準に基づき、財務処理を実施してお

ります。具体的な内容につきましては、７ペー

ジの貸借対照表で御説明をしたいと思います。

７ページをごらんください。

まず、Ⅰの資産の部でございます。財団の資

産といたしましては、１の流動資産の普通預金

が1,938万4,092円、また、２の固定資産の基本

財産のうち、投資有価証券が19億3,515万3,060

円、定期預金が1,537万2,165円となっておりま

して、資産合計は19億7,000万4,317円となって

おります。

中ほど、Ⅱの負債の部でございますが、社会

保険料等の未払い金及び預かり金でございまし

て、３万8,809円となっております。

その下のほうのⅢの正味財産の部でございま

すが、正味財産は、指定正味財産と一般正味財
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産とに分離され、このうち、指定正味財産は寄

附等によって受け入れた資産で、使途について

制約が課されているもの、一般正味財産はそれ

以外の資産でございますが、まず、１の指定正

味財産のうち、県寄附金が19億5,026万7,825円

となっておりますが、これは平成16年度から19

年度にかけまして、約5,000万円基本財産の取り

崩しを行いまして事業を実施したために、県出

資額の20億円より減じているものでございま

す。

次に、ページが戻りますけれども、６ページ

をごらんください。５の公社等改革の状況につ

いてでございます。

まず、（１）に記載しておりますように、当

財団も、平成16年３月に県が策定いたしました

宮崎県公社等改革指針に基づき、改革を実施し

ておりまして、平成16年度から、県からの補助

金を受けずに、基本財産の運用及び取り崩しに

より事業を実施したところであります。

また、（２）にございますように、平成16年

度から18年度の第１期改革におきましては、活

動指標に、研究事業の助成数、研究成果の発表

数及び講演会等開催数を掲げまして、基本財産

の運用及び取り崩しにより、質及び量を落とす

ことなく財団の目標を達成するよう取り組みを

行ったところであります。

また、（３）の19年度から21年度の第２期改

革におきましては、引き続き第１期の３つの活

動指標を推進いたしますとともに、改革工程と

いたしまして、財団のあり方の見直し、財団の

経営の見直し及び県と財団の関係の見直しとい

う３つを掲げて取り組みを進めてきたところで

あります。財団のあり方の見直しにつきまして

は、新公益法人制度が20年12月にできまして、

５年のうちに制度にのっとった改革をしないと

いけないというふうになっておりますが、この

公益法人制度改革に伴う財団のあり方を見直し

ていこうと。また、財団の経営の見直しにつき

ましては、法人制度改革に伴いまして、評議員

を設置するでありますとか、繰越金の基本財産

への一部繰り入れでありますとか、そういった

取り組みを今後進めていく必要があると。ま

た、県と財団の関係の見直しにつきましては、

役員あるいは事務局職員への県職員との関係、

そのあたりの見直しが必要になってくるという

ふうに考えております。

（４）でございますが、今後とも、公益財団

法人への移行―今の予定では、23年度に移行

をスタートしたいというふうに考えております

が、それに向けまして諸準備をしてまいりたい

というふうに考えております。

福祉保健課分につきましては以上でございま

す。

○船木衛生管理課長 衛生管理課分について御

説明をいたします。

当課関係は、財団法人宮崎県生活衛生営業指

導センターと財団法人宮崎県公衆衛生センター

の２財団でございます。

なお、本日、財団法人宮崎県公衆衛生センタ

ーは、業務の都合で出席をされておりません。

御理解をいただきますようお願いを申し上げま

す。

お手元の行財政改革特別委員会資料の11ペー

ジからとなっております。

初めに、宮崎県生活衛生営業指導センター

は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振

興に関する法律」に基づき、知事が指定した財

団法人で、各都道府県に１カ所設置されており

ます。

なお、生活衛生関係営業とは、12ページをお
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開きください。（４）の出資者一覧の２から14

までの、理容業、美容業、公衆浴場業、クリー

ニング業、ホテル旅館業、興行場、飲食業、す

し商、料理業、社交飲食業、喫茶業、食肉、食

鳥肉販売業などの営業をいいます。

同じ12ページの上段のほう、１の設立等の

（１）設立目的でございますが、法律で定めら

れました生活衛生関係営業施設の経営の健全化

及び振興を通じて、衛生水準の維持向上を図

り、あわせて、利用者、消費者の利用の擁護を

図ることとなっております。

（２）の設立の年月日は、昭和55年11月20日

であります。

（３）の出資総額でございますが、総額は720

万円で、県の出資額は200万円、出資割合は27.8

％でございます。残りの520万円の出資額につき

ましては、（４）の出資者一覧に記載してあり

ますように、各生活衛生同業組合の組合員数等

の割合で出資しており、出資額と割合は出資者

一覧のとおりでございます。

次に、13ページをごらんください。（５）の

県出資の経緯についてでございますが、ア、生

活衛生関係営業は中小零細企業が多く、社会情

勢の変化に対応するための資金的・人的余力が

ないことから、昭和32年６月に生衛法が施行さ

れ、衛生措置基準の遵守、衛生施設の改善向上

のため、同業組合及び連合会が組織され、自主

的活動促進が図られてきました。

次に、イの過当競争等による激しい経営の環

境を背景に、昭和54年４月に生衛法の一部の改

正が行われ、経営指導体制の整備強化の目的

で、都道府県環境衛生営業指導センターの指

定、及びその事業経費補助に対する一部国庫補

助の規定が盛り込まれました。

ウ、これを受けまして、宮崎県の連合会が主

体となって、財団法人宮崎県環境衛生営業指導

センター設立準備が進められ、昭和55年６月19

日に、財団法人宮崎県環境衛生営業指導センタ

ー設立許可及び指定と、同センターの運営補助

金の交付についての要望書が提出をされ、同セ

ンターが目指す関係営業全般の健全化は、県民

の公衆衛生の維持確保に資すると判断し、県

も200万円の出資金を拠出したものであります。

次に、２の組織についてでございます。

（１）の組織体制をごらんください。非常勤の

理事長１名、副理事長２名、常勤の常務理事１

名、非常勤の理事12名、監事２名で、役員は合

計18名の体制となっております。なお、常務理

事は経営指導員を兼ねており、県職員ＯＢでご

ざいます。

次に、常勤職員は、県職員ＯＢの事業部長兼

経営指導員、日本政策金融公庫派遣職員の指導

部長兼経営指導員、県職ＯＢの振興部長と事務

職員の４名体制でございます。

次に、14ページをお開きください。（２）の

常勤役員の年収額は、平成20年度実績で１人当

たり年額444万4,342円となっております。な

お、役員報酬規程はございません。

次に、３の事業の概要についてでございま

す。（１）の県からの財政支出の状況ですが、

平成20年度決算額で、アの生活衛生営業指導事

業、国が２分の１、県が２分の１の補助支出と

なっております、2,767万5,434円。イの生活衛

生関係営業適正化促進事業、県・宮崎市の補助

事業となっております、135万9,000円。ウの自

主衛生管理促進事業、県・宮崎市の委託事業と

しております、234万8,600円となっておりま

す。

次に、（２）の平成20年度の事業実績でござ

いますが、アの生活衛生営業指導事業の１つ目
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が、（ｱ）の経営相談事業で、窓口相談606件、

地区別相談室開催（10地区・11回開催）、指導

件数76件、経営指導員による巡回指導が257件と

なっております。２つ目が、（ｲ）の小企業等改

善事業で、経営特別相談員79名によります融資

相談等で、小企業等設備改善資金融資等指導

が144件で、融資申し込み16件、生衛業特別指導

が1,294件の実績となっております。３つ目が、

（ｳ）の専門家による相談指導事業で、税務相談

が12日、税務対策連絡会議11回の789名の参加、

弁護士による相談指導が24件となっておりま

す。

イの生活衛生関係営業適正化促進事業です

が、（ｱ）の活性化促進事業で、機関誌でありま

す「生衛みやざき」の年間３回、約２万部の発

行、また、従事者の技術向上や後継者育成のた

めの事業を実施しております。（ｲ）クリーニン

グ業適正化事業では、クリーニング相談専門員

を配置し、クリーニングに係る苦情相談の原因

究明や、クリーニング師従事者の研修会の円滑

な実施に取り組んでおります。

ウの自主衛生管理促進事業で、生活衛生営業

指導員125名によります関係営業施設の巡回指導

については、県内９地区において延べ1,817件実

施しております。

次に、下段のほうになりますが、エからカの

事業につきましては、財団法人全国生活衛生営

業指導センター、財団法人理容師美容師試験研

修センターからの委託事業で、標準営業約款関

係事業に係る審査・交付、クリーニング業法に

基づく知事認定講習会の開催、理容・美容師免

許登録事務、管理理・美容師資格認定講習会の

開催などとなっております。

次に、15ページをごらんください。４の財務

状況についてでございます。資料の16ページか

ら19ページに貸借対照表、正味財産増減計算

書、財産目録を掲載しております。経常損益に

つきましては、17ページの一番下の経常収益計

が4,040万8,539円で、次の18ページの下段か

ら11番目の枠になりますけれども、経常費用計

は当年度で4,075万5,712円となっており、34

万7,173円の赤字が出ておりますが、これは、平

成20年度は生衛法施行50周年に当たりまして、

県内の生活衛生同業組合の設立50周年記念行事

が行われ、指導センターでも協力体制を敷いた

ことから、管理費が増加したものでございま

す。

住民の生活に欠かせない理・美容などの生活

衛生業の健全な経営を維持し、住民が安全・安

心に施設を利用できるように、衛生を確保する

ために行う県・市・関係機関からの受託経費が

主なものとなっております。

恐れ入りますが、15ページのほうに戻ってい

ただき、５の公社等の改革の状況についてでご

ざいます。

（１）に記載しておりますように、平成16年

３月に県が示しました公社等改革指針に基づき

まして、法人の役割、現状の分析、課題の抽出

を行うとともに、宮崎県生活営業指導センター

の今後の方向性検討会を設置し、協議検討が行

われ、（２）にありますように、平成17年度に

この検討会の報告に基づき、事業を効果的に推

進するための中期計画、「指導センター事業推

進アクションプラン」を策定し、18年度から平

成20年度までの３年間の中期計画にのっとった

事業推進を図っております。それをもとに、

（３）にありますように、最終年度の平成20年

度には、この３年間の中期計画の総括評価を

行った上で、新しい中期計画を策定するととも

に、平成20年12月に施行された新公益法人制度
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に合致した公益財団法人を目指して、事業の内

容、組織等の見直しの検討が行われておるとこ

ろです。

次に、財団法人宮崎県公衆衛生センターにつ

いてでございます。お手元の資料の22ページを

ごらんください。

１の設立等の（１）設立目的でございます

が、公衆衛生に関する知識の普及に努めるとと

もに、環境衛生上必要な消毒、衛生検査等を行

い、もって公衆衛生思想の向上と生活環境の改

善を図ることとなっております。

次に、（２）の設立年月日は、昭和43年６月

１日となっております。

次に、（３）（４）（５）の出資総額、出資

者一覧、県出資の経緯については、出資してお

りませんので、該当がございません。

次に、２の組織についてでございます。中ほ

どの（１）の組織体制をごらんください。役員

は14名で、理事長は常勤で県職員ＯＢ、副理事

長は２名、非常勤で宮崎県医師会の常任理事と

県職員、常務理事は２名で、１名が常勤、１名

が非常勤で、２名とも県職員ＯＢ、ほかの７名

の理事のうち、非常勤で県職員２名、県職員Ｏ

Ｂ１名、監事は２名で、１名が県職員ＯＢと

なっております。

次に、職員は38名で、事業部長は常務理事の

兼務となっており、管理部長は県職員ＯＢでご

ざいます。プロパー職員16名、非常勤職員５

名、臨時職員５名となっており、食品衛生検

査、水質検査、動物管理の業務を実施しており

ます。

次に、（２）の常勤役員の年収額は、平成20

年度実績で１人当たり417万1,350円となってお

ります。なお、役員報酬規程はございます。

次に、３の事業の概要についてでございま

す。（１）の県からの財政支出の状況ですが、

ごらんのように、ア、イの２つの委託事業があ

りまして、平成20年度決算で、アの動物管理補

助業務の委託料１億2,141万2,242円、イの食品

衛生試験検査業務の委託料1,592万1,675円と

なっております。

次に、（２）の事業実績ですが、平成20年度

実績といたしまして、１つ目が、アの犬の捕獲

・抑留業務で、狂犬病予防法、動物の愛護及び

管理に関する法律に基づき、犬の捕獲、犬の引

き取り及び犬の抑留施設の管理等に関する補助

業務を実施しておりまして、捕獲1,311頭、引き

取り1,462頭、返還277頭、譲渡362頭、殺処

分2,125頭、猫の殺処分が2,603頭となっており

ます。

２つ目が、イの食品衛生試験検査業務で、保

健所から搬入されます食品等が、食品衛生法等

に基づく規格基準、指導基準に合致しているか

を確認するために、食品等の細菌検査、理化学

検査を実施しておりまして、細菌検査1,083項

目、理化学検査844項目となっております。

次の23ページをごらんください。４の財務状

況についてでございます。資料の24ページか

ら28ページに貸借対照表、正味財産増減計算

書、財産目録を掲載しております。経常損益

は、26ページの上段の枠ぐくりのところの経常

収益計が２億9,176万5,498円、次の27ページの

上から９番目の項目、経常費用計が２億9,397

万6,236円で、221万738円の赤字となっておりま

すが、これは水質検査におきまして、入札等に

より検査手数料の単価が下がったために事業収

益が減少したことによるものでございます。

住民の生活の環境維持や安全・安心に欠かせ

ない動物管理業務や食品・水質検査等に係る事

業に要する経費となっております。
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恐れ入りますけれども、23ページに戻ってい

ただき、５の公社等改革の状況についてでござ

います。

平成16年３月に県が示しました公社等改革指

針に基づきまして、宮崎県公衆衛生センターの

自主事業であります食品、水質、貯水槽水質検

査の収益力の向上を目指し、食品検査料の改定

やホームページの改訂、広告物発行等の広報の

充実に努めるとともに、食品衛生協会に検査申

請窓口を設けるなど、顧客サービスの向上への

取り組みや、検査機関としての生命線でござい

ます検査精度の向上に努め、検査結果の信頼性

を確保していくこととしております。さらに、

新公益法人制度改革の中で、現在、今後のセン

ターのあり方、方向性について検討が進められ

ているところです。

以上で説明を終わります。

○丸山委員長 説明が終わりました。質疑があ

る方は質疑をお願いいたします。なお、１法人

ずつ質疑を進めたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

まず初めに、看護学術振興財団につきまして

質疑のある方はお願いいたします。

○井上委員 学術研究の支援に関する事業のと

ころの、特別研究助成事業の「宮崎における育

児支援事業」外３件、これはどういう中身なん

ですか。

○佐藤福祉保健課長 まず、例示しております

育児支援事業につきましては、親子・家族をお

もちゃ広場という形でおもちゃで遊ばせたり、

そういう広場を開催して、延べ869名の親子に参

加していただいて、いわゆる子育ての現状理解

とか、必要な支援、どのようにしたら支援でき

るのか、あるいはどういう悩みを持っていらっ

しゃるのか、そういうところを研究したもの。

これは20年度からの３カ年事業で予定していま

して、最終的には、子育て支援のプログラムを

つくるという目的で進められております。

あとの３件につきましては、例えば、黄色ブ

ドウ球菌のサーベイランスの研究、あるいは在

宅の精神障がい者を支えるシステムづくりの研

究、あるいは高齢者の元気度に関連した姿勢変

容に関する研究として、例えば佐土原町をモデ

ル地区に、転倒予防推進リーダーを養成すると

か、そういった事業を実施なさっております。

○井上委員 設立目的を考えると、内容的に別

にそのことが絶対にいけないというのはないん

ですが、民間機関で同様のことをしているよう

なところというのは全くないというふうに考え

たほうがいいんでしょうか。

○佐藤福祉保健課長 この財団は、一つは、看

護大学の教授の能力を生かす。あと、県内のＮ

ＰＯ等との協力関係でよりいい研究をしてい

く。いわゆる共同研究ですね。例えば過去に

も、周産期医療の研究を、ＮＩＣＵを持ってい

る県内の医療機関あるいは保健所とか看護協会

と共同研究して、周産期の医療マニュアルをつ

くり、結果的に周産期医療、死亡率の低減に効

果を発揮したとか、あるいは介護の関係でケア

マネジメントの研究ということで、市町村とか

在宅介護支援センター、いわゆる介護現場の人

たちと教授との連携協力、共同研究によって一

定の成果を果たすとか、民間がやっているもの

とは中身がといいますか、角度が違うのかなと

いうふうに考えています。

○井上委員 ということは、これに行政がする

ということは、民間のとは全く目的……、何と

いうんですか、学術研究の中身については全然

そこは違うというふうに理解すればいいという

ことですね。この20億含めて、これはそういう
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形ですごく効果的な、今後もやっぱり続ける必

要性が非常に高いという認識のもとであるとい

うふうに理解していいということですか。

○佐藤福祉保健課長 20億という大きなお金を

いただいて、出資をして運営されている財団で

すから、より公益性の高い研究事業を今後とも

実施していかないといけないというのは、もち

ろん大きな問題意識として常に持っております

し、私ども所管する県あるいは財団ともに、そ

ういった課題認識のもとに、今後ともより充実

したものにしていく必要があるのかなというふ

うに考えております。

○井上委員 最後ですが、平成８年に設立をし

て、先ほど課長が言ってくださった成果として

挙げられるものが幾つかあったけれども、そう

いう意味でいうと、全国的な意味で広がりのあ

るという形での研究成果のあったものとすれ

ば、どういうものがあったかというのを教えて

ください。

○佐藤福祉保健課長 全国的にという部分が果

たして言えるのかどうかわかりませんが、少な

くとも、県内の看護水準の向上、あるいは医療

水準、介護、子育て支援といった部分で効果を

発揮している―先ほど申し上げました、がん

予防対策、周産期医療対策、介護のケアマネジ

メント、子育て支援といったものの取り組み

を、代表例として挙げさせていただいたところ

でございます。

○福田委員 ７ページ、基本財産がほぼ全額ま

だ確保されているわけでありますが、投資有価

証券は何なのか、運用利回りはどれくらいあっ

たのか、ちょっと教えてほしいですね。

○佐藤福祉保健課長 ほとんど５年物の国債で

運用しています。年利率にばらつきがございま

すが、一番高いもので1.50、一番低いもの

で0.30と。これは購入した時期によって変わり

まして、平成19年に購入したものが一番高く

て1.50で、これが運用利子としてはかなり貢献

しているというふうに考えております。

○福田委員 そうしますと、トータルで年間の

運用益は幾らになっていますか。

○佐藤福祉保健課長 おおむね2,200万程度でご

ざいます。

○福田委員 基本財産が大きいですから、事業

費は十分賄える運用果実が出ていますね。一

部5,000万程度取り崩しがなされているわけであ

りますが、改革の状況等見ますと、当分取り崩

しを継続せざる得ないというふうに私は文章を

読んだんですが、内容的には前向きに、基本財

産は大事に確保して運用果実でということが感

じ取られるんですが、それはどうですか。

○佐藤福祉保健課長 取り崩しは平成16年度か

ら19年度の４カ年間実施しました。19年に購入

した国債がかなり利がよかったということもあ

りまして、20年、21年度は取り崩しはせずに済

んでおります。今後とも運用をいろいろ工夫し

ながら、取り崩しをしないで済むようにしてい

きたいというふうに考えております。

○福田委員 運用果実をかなり確保されたと

おっしゃっていましたが、運用果実の中で累積

したものを5,000万なら5,000万戻すことによっ

て、当初の20億を確保される考えはないんです

か。

○佐藤福祉保健課長 実は、今年度の予算か

ら1,000万円繰り戻すということで予算を立てて

います。ですから、できれば20億に戻したいな

というふうに考えております。年次的にではご

ざいますが。

○福田委員 当時は財政的に余力がありました

から、基本財産を持ったいろんな財団が設立な



- 41 -

されたんですが、看護大学という本県待望の看

護師養成の大学をつくって、それとセットで基

本財産を本会計から繰り出したものですから、

県の財産そのものなんですね。大事に使って看

護大学の資質が高まるような使われ方をすべき

だと考えていまして、ぜひその点はくれぐれも

当初の考え方が横道にそれないようにチェック

をお願いしたいと思います。以上です。

○髙橋委員 さっきの答弁で周産期医療の研究

の例を出されましたけど、確かに周産期医療は

全国トップレベルに今なっていますね。背景に

こういったいろんな研究事業の成果があってい

るんだなと。一度、池ノ上先生に話を聞いたと

きに、資金面で苦労をされていまして、勉強会

をすれば会場費とかいろいろありますね。いろ

いろ工夫してお金を集めたんですと。この辺か

ら出ていたんだなと私、今―違うんですか

ね。例えば、周産期医療のレベルを保つため

に、あの先生の話では、年間に定期的に、看護

師さんは看護師さん、助産師は助産師でいろい

ろと勉強会されている話を聞いたんです。そう

いうのとここは絡んでいるわけですか。

○佐藤福祉保健課長 申しわけございません。

池ノ上先生との関係かどうかまで把握しており

ません。

○髙橋委員 どこからお金が出ているかわかり

ませんけど、しかし、周産期医療の水準をしっ

かり保つためには資金面で必要な部分があった

り。なぜ周産期医療があんなになったかという

のは、１次、２次、３次の連携がしっかり保て

たということをおっしゃっていたんです。これ

は医師もそうだし、看護師もそうだし。今、医

療というのは重大な課題を抱えていますので、

周産期に限らず、小児医療とか、ぜひこんなの

をもっともっと活用してほしいなと、今さっき

課長の話を聞きながら思ったものですから。

きょうはこういった事業の概要でしか見えない

んですけれども、参考になる事業の話があれば

お聞かせいただきたいと思います。

○佐藤福祉保健課長 財団の事業としてどう

いった事業を選定するかというのは、主体的に

は財団のほうでお決めになることではございま

すが、この財団の設立趣旨なり、出資を巨額に

しているということもありますので、周産期医

療だけでなくて、小児医療とかいろんな事柄を

可能であれば研究いただくように、そのために

このお金を活用いただくようにお願いはしてみ

たいというふうに考えております。また、看護

大学に60人ぐらいの優秀な教授陣もいらっしゃ

るわけですから、その方々の活用という意味か

らも、そういった視点もお願いをしてみたいと

いうふうに考えております。

○鳥飼委員 ちょっと２～３点お尋ねいたしま

す。

出資は、宮崎県出資ということで20億円出資

なんですけれども、設立の目的がここに書いて

あります。当初は果実型ということだっただろ

うというふうに思うんですけれども、低金利と

いうことで取り崩しもという分も場合によって

は出てくるということなんですけれども、そも

そも果実型にしても、何か事業が少ないような

感じがするんです。事業の成果といいますか。

取り崩しになったせいもあるのかもしれません

けど、20億円あるわけですね。670万ですから…

…、700万ですかね。今、髙橋委員からも出たよ

うに、看護医療の面で言えば大きな課題はたく

さんあるわけで、もっともっと活用してもらう

―残すとすればですよ、埋蔵金じゃないです

けれども、20億円というお金は大したお金です

よ、今となってみれば。ですから、有効に使っ
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ていただきたいというふうな気がするんです。

そこがちょっと欠けているんじゃないかという

ような感じも、外からだけですが、思いますの

で、そこは留意をしておいていただきたいのが

１つ。

看護大学がある財団ですけれども、議会の関

連とも非常に遠い感じがするんです。というの

は、例えば入学式とかありますね。そこに行く

わけでもない。当初からありませんから。看護

師を養成するということで、10億円だったです

か、去年かおととしの視察で行ったときに。子

供たちが大きくなって看護師になって、宮崎県

に何人残るんだと、こんなに投資をして、その

割に投資効果がないじゃないかというような、

人を投資効果ではかったら怒られますけれど

も、やっぱり県内の看護師を確保してほしいと

いうのがあるわけですから、そういう面からす

ると、何か象牙の塔みたいになっている面もあ

るんじゃないかというふうに思いますので、そ

の辺も、答弁は要りませんけど、もっと開かれ

た感じでいてほしいということを要望として申

し上げておきたいと思います。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

私のほうから１点なんですけれども、評価シ

ートには書いてあるんですが、学術研究助成の

対象者や事業内容、研究成果の普及方法の見直

し等により、公益性のある事業展開に努める

と。財団のあり方についても、早急に見直しを

行うというような第三者委員会からの結果も出

ているんですが、これが出ているのは、県内全

域の看護師のためにこの基金を使って運営して

ほしいという趣旨が、宮崎の看護大だけのため

に使っているから、もう少し公益性が必要じゃ

ないかというように私はとっているんですが、

この「対象者」というのをどのような感じでと

らえているのかをまずお伺いしたいと思いま

す。

○佐藤福祉保健課長 研修事業の対象者という

ことでございますが、基本的には看護大学の教

授が中心になっています。先ほど申し上げまし

た共同研究事業につきましては、ＮＰＯとかい

ろんな諸団体、看護協会とか、いろんな団体と

の共同研究という形でやっております。そのあ

たりは実は私ども課題と思っておりまして、新

公益法人制度に移行しますと、より公益性の高

い法人としての取り組みが求められますので、

県内により広く活用いただけるような事業に

持っていく必要があるというふうに考えており

ます。

○丸山委員長 実質この財団には嘱託員１名し

かいないということであって、それで20億ある

というのは、非常に不自然といいますか、ほか

の財団からするとバランスに欠けているとしか

言えないというような気もするんですが、この

感覚はどう見ればよろしいでしょうか。

○佐藤福祉保健課長 従来からこういう形に

なっておりますが、事業の性格、あるいは今後

のいろんな展開を考えますと、この嘱託員１名

という事務局の実質的な体制は不十分かなとい

うふうに考えております。そのあたりは、予定

しております新公益法人制度に衣がえするの

を23年度スタートと考えておりますので、ここ

１年半ぐらいかけまして、そのあたりの体制も

含めて検討しないといけないのかなというふう

に考えています。

○丸山委員長 20億の利率のもとに約2,200万ぐ

らい出ているということでありまして、利率の

ほうは、実質議会のほうにはノーチェック的な

形で執行されてしまっていると。６月の議会に

経営方針なり実績報告があるんですけど、ほと
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んど議会にノーチェックで通ってしまっている

予算ではないかというふうに思っているんです

が、それに対する考え方は今後どうされる予定

でしょうか。

○佐藤福祉保健課長 今、委員長が例示されま

したように、毎年６月に出資法人については内

容の御報告はしております。その中で御審査も

いただいているというふうに認識しておりま

す。ただ、もちろん、私ども所管する執行部と

いたしましても、毎年度報告書を徴しましてそ

の内容をチェックしておりますし、３年に１回

は少なくとも監査に参りまして、その事業内容

のチェックをしております。もちろん日ごろか

ら関連はございますので、いろんな形で議会の

お声も含めまして伝えながら、軌道修正すべき

ところはすると、そういうスタンスで今後とも

やっていきたいというふうに考えております。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、次に、生活衛生営業

指導センターについて御質疑をお願いします。

○福田委員 先ほどから新公益法人という言葉

が出ているんですが、「公益法人」を頭にかけ

ながら収益事業がかなり行われまして、課税逃

れの温床になっているというのが、これは公共

性のある組織がつくった公益法人ではありませ

んよ、そういう法人が多いということで、今度

は厳格な区分がされますね。その中でいろんな

新公益法人が区分けされると思いますが、公社

改革の中で、自主事業、収益事業という文言が

入っておるんです。それは課税対象になる案件

になるのかなというふうに直観的に感じたんで

すが、その辺の解釈はどうされていますか。

○船木衛生管理課長 生活衛生営業指導センタ

ーは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び

振興に関する法律」に基づいて設立された法人

で、委員がおっしゃるように、事業の目的から

してもほとんどが公益事業を実施しておるわけ

です。そういった中で、収益事業という部分に

は、税法的にかかるのかどうか詳細は私も承知

をしていないんですけれども、指導センターに

ついては、ほとんどが収益事業ではなくて公益

事業を実施しておるということです。

○福田委員 安心をいたしました。公益事業

で、収益事業という区分でないとすれば、従前

どおり非課税団体としての運営ができますか

ら、よろしいかと思います。

今度は、貸借対照表の中で、退職給付引当資

産が計上されております。当然、職員の皆さん

がいらっしゃるんですから、退給引当は大事で

ございますが、現在おられる方の退職金を100％

内部積み立てしているのか、あるいは一部内部

一部外部積み立てしているのか、その辺はどう

なっているんですか。

○船木衛生管理課長 プロパーで事務職員の方

が生活衛生営業指導センターは１名おられるわ

けなんですけれども、この方が退職金の手当の

対象になっているわけです。平成15年までは指

導センターで独自に積み立てをしておりまし

た。平成16年度から中退協のほうに加入しまし

て、中退協のほうからの退職金ということで、

今、退職金で積み立てた分を中退協のほうに随

時毎年振り込んでいって、20年度でそれが終

わって、来年度からは年度分だけを中退協のほ

うに納入するという形で移行することにしてお

ります。

○福田委員 外部積み立てによって保全をされ

るわけですから、望ましいと思いますね、中小

企業退職金制度。この4,498万の帰属は、16名の

方の積み立てとなるんですか。退職給付引当資
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産というやつは。全額中退協へ移行になった場

合にはどうなるんですか。

○船木衛生管理課長 委員が今見ておられる部

分が、資料の16ページ……。

○福田委員 いや、24ページじゃないかな。

私、勘違いしていた。どうも失礼しました。ペ

ージ違いでした。

○船木衛生管理課長 16ページで、退職給付引

当金と、中ほどよりちょっと下のほうにござい

ます。60万7,191円という額が示してあります

が、１人分のということでございます。

○福田委員 よくわかりました。中退協に100％

移行していると。ページの間違いでした。どう

も失礼しました。

○鳥飼委員 ちょっと細かくて恐縮なんですけ

ど、収入というのは、14ページに県からの財政

支出、ア、イ、ウと書いてありますが、これだ

けですよね。

○船木衛生管理課長 はい、そのとおりです。

○鳥飼委員 13ページに職員の内訳が書いてご

ざいますが、県ＯＢ２名、政策金融公庫派遣１

とあるんですけど、これは前から政策金融公庫

から来ておられたんですか。その経緯とか何か

わかりますか。

○船木衛生管理課長 生衛センターで日本政策

金融公庫から派遣されていますのは、経営指導

員という資格の部分で勤務を指導センターのほ

うから求められておるわけです。その指導員の

資格の中の金融、融資、そういった部分の専門

知識のある方を１人置いて、関係の業界の方へ

の指導をお願いする。もう一人が、常務が兼務

されておりますけれども、衛生面の行政で指導

してきた衛生設備的な部分を指導する。１人が

税務的な部分で指導する。そういう３名の経営

指導員の体制となっております。

○鳥飼委員 わかりました。勉強不足でした。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

○武井副委員長 １点お伺いします。

指導センターの県の人員のところなんです

が、見てみますと、19年度は常勤の役員で県職

員が１名、職員が２名、これが20年度になりま

すと、もともとＯＢが１名いましたから、職員

が３名となっているんですが、これは同一人物

の方が退職をされてそのまま在任をしていると

いう理解でよろしいんでしょうか。

○船木衛生管理課長 そのとおりでございま

す。

○武井副委員長 人数的に見ますと、常勤の方

というのが、ＯＢと職員と見ますと、実質６名

中４名が県のＯＢということになるかと思うん

ですが、こういったあり方というのがいいの

か、また、今後、例えばプロパーの職員の養成

ということをしていくといったことはお考えが

あるのかどうか、伺います。

○船木衛生管理課長 ６名でなくて、兼務に

なっているものですから、職員からいきます

と、県職員の部分等含めて職員は５名という形

になります。それで、委員のほうが今おっしゃ

いましたこういった体制の部分ですけれども、

経営指導員というのが、先ほども説明をいたし

ましたように、資格要件が要綱で定めておられ

まして、その要綱に基づいた形で指導センター

のほうから要請があっているというふうに考え

ております。

○武井副委員長 ちょっとお答えになっていな

いと思うんですが、すなわち、資格要件である

ということはわかるんですが、そうしたとき

に、実際にプロパー職員も現実いるわけなんで

すけれども、プロパー職員に資格を取らせるな

り、資格を持った人を雇用するなり、そういう
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形で、プロパー職員を割合的にふやしていくと

いうことは考えがないのかどうかということを

伺います。

○船木衛生管理課長 生活衛生営業関係の営業

施設の団体の集まりでありまして、そういった

関係の施設の方々に指導をしていく上では、緊

急的に指導したり、経験上でいろいろ指導して

いく部分が多いかと思います。適切にそういう

指導をしていくためには、その養成的な部分で

はかなり時間を要するのではないかというふう

に思います。

○武井副委員長 全然お答えになっていないと

思うんです。ですから、プロパーの職員に資格

を取らせるなり、資格がある人をプロパーとし

て雇用するなりして、ＯＢが多い割合をプロパ

ーの職員に割合的に変えていくということが必

要ではないかと私は思うんですが、そういった

ことについてどう思われるかということです。

○船木衛生管理課長 繰り返しになるんですけ

れども、一定以上の経験を積んでいないと、経

営相談、施設衛生管理等に関する相談に対して

適切な業務遂行が望めないという部分から、か

なり時間がかかるということで、やはり業務の

性格上、常に適切な対応が必要であるという点

から考え、そして、業務を停滞させることがで

きないという面からしまして、人選はそれに

のっとって勘案するべきものであるというふう

に考えます。委員がおっしゃいます養成する部

分についてどうかということでございますか。

○武井副委員長 ですから、そういった養成と

いうことは考えていらっしゃるのか。つまり、

今後は、そういった方向に移行していくという

お考えはあおりかどうかということでございま

す。ないならないということでも。

○船木衛生管理課長 資格要件が、経営指導員

にはあるものですから、当面はないということ

で御了解いただきたいと思います。

○丸山委員長 先ほどから経営の指導というと

ころに入ってくるんですが、経営指導するとこ

ろがほかにも、商工会議所さんとか、商工会さ

んとか、そういった経営指導とここは何が違う

のかというのをお伺いしたいというふうに思っ

ているんです。

○船木衛生管理課長 委員長がおっしゃるよう

に、商工会議所は、商工会議所法に基づいて設

立をされております。生活衛生営業指導センタ

ーは、「生活衛生営業関係の運営の適正化及び

振興に関する法律」、これに基づいて設立をさ

れておりまして、両者とも、その目的、実施す

る事業が法律に明記されておりますので、役割

が異なっておるというようなことで、合併する

とかそういう部分で一緒に事業……、経営の部

分も、衛生的な部分と施設基準といった部分が

あるものですから、商工会議所と指導センター

のすみ分けはできておりまして、指導センター

の理事の方に商工会関係の方も入っていただい

て、そこら辺の協議を進めて事業をうまく運営

するようにいたしております。

○丸山委員長 14ページにアからカまで書いて

あります。この事業実績のうち、比率が高いの

は経営指導というふうにとったほうがいいの

か、それ以外のほうが多いととったほうがいい

のか、それもお伺いしたいと思うんです。

○船木衛生管理課長 総合的に経営的な健全化

を図っていく中で衛生を確保するというような

ことになりますので、金融、施設的な衛生設

備、経営、こういった部分のものが加味される

条件であるというふうに思います。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

なければ、次に、公衆衛生センターについて
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質疑のある方はお願いいたします。

○福田委員 先ほどは失礼いたしました。私が

さっき危惧したのは、23ページの自主事業、こ

れは民間でもやっているわけですね、食品、水

質、貯水槽水道検査。これが新公益法人になっ

た場合も非課税の事業として行えるかどうかと

いうことを聞きたかったんです。

○船木衛生管理課長 食品の検査関係につきま

しては、ここは厚生労働省指定の登録検査機関

でありまして、登録された施設で検査を行わな

いと、行政がした場合は行政指導ができるわけ

ですけれども、登録検査機関でないと、行政指

導等に検査結果データが用いられませんので、

基本的にはそこの分は公益性のある事業という

ふうに思っております。ただ、今、委員おっ

しゃいます非課税になるのかどうか、そこは確

認をいたしますので、しばらくお待ちくださ

い。

○福田委員 では、もう一点。常勤役員の年収

額等について、私は、これは非常にリーズナブ

ルな妥当な金額だと見ているんです。役員報酬

規程があるんですが、これあたりはどの辺まで

書いてあるんでしょうか。規程というのは何条

か文言が羅列されていると思います。

それともう一つ、東京都の石原知事が、「優

秀な人材は、天下りと言われようが、外郭団体

等で使うべきだ。ぜひそういう使い方をした

い。しかし、都民の皆さんが納得する報酬、あ

るいは、一回、東京都の職員として退職金をい

ただいているんだから、退職後、就職した新し

い団体においては、新たな退任慰労金や退職金

は支給しない。そういうことで都民の理解を得

れば、優秀な人材をほっておく手はない」とい

うことを言われているようですが、我が宮崎県

においてもそういう考えで規程がつくられてい

るんでしょうね。

○船木衛生管理課長 役員の退職金等につきま

しては、県職員を退職されてそこに要請されて

行かれている方等につきましては、退職金はご

ざいません。

それと、自主事業の収益については、公衆衛

生センターのほうも公益法人のあり方について

今検討しておるということで、一般の公益法人

になるのか、公益法人制度に基づいた新公益法

人になるのか、そこを今検討中であるというこ

とで、非課税かという部分は確認をしないとわ

かりませんので、そこは後で確認をしたいと思

います。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

○鳥飼委員 何点かお尋ねをしたいと思いま

す。

職員のところを見ますと、役員が14人、職員

が38人で、ＯＢの方も２人おられるようですけ

ど、プロパー職員が16名おられますね。それか

ら、嘱託の方が10名、非常勤の方が５名、臨時

の方が５名ということで、不安定雇用の方が結

構おられるようなんです。そういう状況の中

で、今やっておられるのは、県からの委託とい

うことで動物管理事業をやっておられます。動

物管理の補助業務ということなんですけれど

も、動物の捕獲、犬の捕獲ということをやる場

合は、獣医師さん、そういう人たちがタッチを

すべきだということになっているわけですけど

も、センターと県の保健所なり宮崎市の保健所

ということになるだろうと思いますけれども、

これの関係はどんなふうになっているんでしょ

うか。

○船木衛生管理課長 公衆衛生センターに委託

している内容の中で、動物管理業務の補助とい

うのがございますけれども、これは狂犬病予防
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法等に基づきます業務で、県内の８保健所、４

動物保護管理所で行います動物管理の業務でご

ざいまして、狂犬病予防員、先ほど委員のおっ

しゃいました獣医師等の指示に基づきまして、

犬・猫の苦情処理や、犬の捕獲、犬・猫の引き

取り、４つの動物保護管理所での飼養管理、殺

処分、焼却などの業務に加えまして、最近では

動物愛護がかなり進んできておりまして、こう

いった中で、犬・猫の適正飼養、普及活動を実

施していただいております。

○鳥飼委員 市の保健所ですね、宮崎市が３分

の１ぐらい面積的に占めるわけですけれども、

宮崎市の保健所もここに委託をするということ

になっているんでしょうか。

○船木衛生管理課長 市のほうの動物管理の補

助業務につきましては、公衆衛生センターに委

託をされております。

○鳥飼委員 そういう状況の中で、事業実績に

も書いてございますけれども、捕獲、引き取

り、返還、譲渡と。殺処分が2,125ということ

で、何年か前からするとかなり減ってきたのか

なというような感じを受けるんですが、私の勘

違いかもしれませんけど。宮崎市の分も含めて

ということになれば、動物愛護思想の普及とい

うのも当然あるわけで、そして、動物を預か

る、ひまわりじゃなかった、何かできています

ね、西部のところに。そういうのもできている

んですけれども、動物愛護といいますか、捕

獲、処分の状況等はどんなふうになっているん

でしょうか。

○船木衛生管理課長 動物、特に犬、猫でござ

いますけれども、これの捕獲、引き取りの状況

につきましては、おっしゃるように、動物愛護

思想の普及といいますか、啓発が進んでまいり

まして、近年、処分頭数等は少なくなってきて

おります。平成５年で、犬の処分が１万567、引

き取りが6,209、捕獲が5,199でございました。

５年後の平成10年が、処分が7,617、引き取り

が4,125、捕獲が3,941。平成15年には、処分

が4,067、引き取りが2,308、捕獲が2,121。平

成20年になりますと、処分が2,125、引き取り

が1,462、捕獲が1,311というような流れで、処

分頭数につきましても、平成５年当時は１万頭

ぐらいあったものが、今は2,000頭ちょっとに

なっておるという状況にございます。

○鳥飼委員 そういう意味では、何年か前にテ

レビで、何とか箱、何でしたかね、ちょっと思

い出しませんけれども、大分批判をされて、殺

処分が多過ぎるじゃないかというようなことで

あったんですけど、こういう努力のもとに殺処

分される犬がかなり減ってきたというのは、こ

のセンター含めて、保健所やら含めての御尽力

のたまものだというふうに思っているところで

ございます。

次に、食品衛生試験検査業務、これは県の委

託事業ということになっているわけです。県が

委託する理由といいますか、保健所でやる分

を、保健所が手が回らないからお願いしますよ

ということになると思うんですけれども、簡単

で結構ですので、説明をお願いします。

○船木衛生管理課長 公衆衛生センターに食品

の検査を委託している理由でございますけれど

も、先ほども申し上げましたけれども、食品衛

生法に基づきます検査の登録機関となっており

ます。ここで検査をした結果データで、食品衛

生法に基づきます行政指導ができるようになっ

ております。従来から公衆衛生センターに―

昭和44年から当業務を実施しておりますけれど

も―実績があるということで検査を実施して

いるところでございます。食品の検査につきま
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しては、そこで出た検査結果、例えば食肉製品

でありますなら、ハム・ソーセージ等で、添加

物でいいますと保存料、細菌でいいますと大腸

菌が陰性である、あるいはソルビン酸が0.5以下

とか、そういう基準があるわけですけれども、

そういう基準結果をもとに、先ほど言いました

ように、出たデータをもとに関係の営業施設へ

指導するということができますので、公衆衛生

センターのほうに検査を依頼しておるという状

況でございます。

○鳥飼委員 そう考えてみますと、消費者の食

品に対する責任ですね、重要な機関だというの

がわかるわけなんですが、そのほかにも県内に

食品衛生法に定める指定検査機関というのはあ

るんでしょうか。

○船木衛生管理課長 鹿児島に本社がある民間

の分析試験検査センターが、宮崎市内に登録と

いうことで、平成19年の１月に厚生労働省の登

録の指定を受けております。ただ、こちらのほ

うは、理化学検査のみの指定を受けておりまし

て、先ほど申しましたように、食品を採取いた

しまして検査を依頼する場合に、理化学の検査

と微生物の検査を行うものですから、両方の指

定を受けているところでないと実際行政指導が

できないというようなことで、現在、公衆衛生

センターのほうに委託をしておるところでござ

います。

○鳥飼委員 わかりました。そうすると、理化

学のところは、鹿児島にある民間のが入って

やっている部分があるということですから、そ

こは競争ということになるわけですね。

そこで、先ほど職員のところをお聞きしまし

たけれども、プロパーの職員が16名おられる。

余り待遇がよくないとここも聞いております。

それをカバーするということで、自主事業、食

品とか水質をやっていかないと、食品衛生法に

定める県の食品検査だけでは検査員の確保もで

きない、収入の確保もできないというような事

情もあるのではないかというふうに思うんで

す。この辺の自主事業の実施状況、収入も環境

も含めてですけれども、現在どんなふうな推移

を示しているんでしょうか。

○船木衛生管理課長 食品の自主検査につきま

しては、平成２年に登録指定検査機関となって

おります。それ以降、平成２年が細菌・理化学

で997件、平成10年が8,110件、平成15年で１

万260件、19年度までの資料しかございませんけ

ど、19年で１万507件と、営業努力というんです

か、そういった形で検査件数をふやしてこられ

ております。そのほかに、水質検査も自主検査

があるわけですけれども、これにつきまして

も、上水道とか簡易水道、専用水道の検査をさ

れておるわけです。平成２年で601件だったもの

が、平成10年で642件、平成19年あたりから水道

のほうは横並びになっておりますけれども、539

件、こういった形で、食品だけでなくて水質検

査のほうも。それと、貯水槽水道検査という形

で自主事業を実施されておりますけれども、こ

ちらのほうが、平成２年で487件、平成10年

で724件、平成19年で807件と、この貯水槽水道

検査についても事業実績を伸ばしてこられて、

自主的な財源の確保に努めておられます。

○鳥飼委員 そうしますと、いろいろお聞きし

ますと、営業努力をされて収入の確保はそれぞ

れしておられるということだろうと思います。

ただ、先ほども言われたように、県外の機関が

民営化とあわせて入ってきて、県内独自の検査

機関がなくなってしまうというような可能性

も、場合によっては経営ができなくなるという

こともありますから、そこはしっかり経営努力
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もしていただいて、競争に勝つような体質の強

化に向けて努力をしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○緒嶋委員 事業収益で、水質検査収益が単年

度で1,400万近く減っておるわけですね。条例に

基づく水質検査というのは義務的なものがある

んじゃないですか。これだけ減るという理由は

何ですか。

○船木衛生管理課長 説明のところでも申し上

げましたけれども、赤字になっている部分は水

質の検査の部分なんですけれども、検査機関の

競争といいますか、市町村等の水道水の検査等

を公衆衛生センターが受けているわけでござい

ますけれども、各検査機関が各市町村を回りま

して、うちのほうからとってくださいという価

格で、市町村が入札をやるわけなんですけれど

も、その入札の中で競争する部分で、そこの競

争の中で価格が下がっているものですから、事

業努力されて件数のほうはふえているんですけ

れども、結局、検査の単価が、手数料が減って

しまったということで、収入が減っているとい

うことでございます。

○緒嶋委員 年間で3,677万も減っておるわけで

すね、受託事業も含めた収益まで。こういう中

で報酬とか給与とか変わらんということは、内

部体制をかなり改革していかにゃ、このままい

けば正味財産もどんどん減るような感じになる

し、経営的に今のような陣容で継続するという

ことはできんようになるんじゃないですか。競

争が激しくなり、収益が伸ぶ可能性というのは

なかなか望めんということになれば。

○船木衛生管理課長 今、検査機関等がかなり

ふえてきまして、そういう競争というのがある

わけなんですけれども、いずれにしましても、

この検査というのが、検査結果が非常に信頼性

のあるものでないといけないわけでして、検査

の精度を保つ上では、検査機関同士でそういう

競争だけしておったら、現実的には、検査機関

のほうが逆におっしゃるように成り立たなく部

分があろうかと思います。今後そこの部分の検

査手数料等については、適正な価格で私は推移

していくんじゃないかなというふうに思ってい

ます。

○緒嶋委員 それは、いくんじゃないかなとい

う期待を言われるだけであって、現実はそのと

おり、今、何でも競争の社会で安くなる中で

は、逆に言えば、県が受託事業収益とかそうい

うのを伸ばせば別ですけど、陣容まで含めて相

当考えていかなきゃ成り立たんような気がして

ならんとですが、今、課長の言われるようなこ

とで大丈夫なんですか。

○船木衛生管理課長 センターのほうも、委員

おっしゃる部分では危惧をされている部分がご

ざいまして、いろんな部分で経費の節減とか

図っていくということにされておりますし、そ

ういった部分についても、今、センターのほう

で検討をされておるところでございます。

○緒嶋委員 県のほうでは、そのことについて

指導するというようなことはできんわけです

か。こういう状況を見て。向こうが検討してお

るというだけでいいわけですか、県は。

○船木衛生管理課長 その部分については、常

時センターのほうからも御相談がありますの

で、中身を吟味しながら適正な指導を県として

はしてまいりたいというふうに思います。

○緒嶋委員 今言われたように、「向こうは検

討しております」ではなくて、県がどういうふ

うに指導するかということが今後重要な点にな

るんじゃないですかというふうに私は言いたい

わけです。
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○船木衛生管理課長 はい、わかりました。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 その他でもございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、ないようですので、

以上で、福祉保健部の概要説明を終わらせてい

ただきます。福祉保健部の皆さん、お疲れさま

でした。退席していただいて結構でございま

す。

なお、この後、委員協議に入りますので、傍

聴者の方も退席をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後３時２分休憩

午後３時３分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

それでは、委員協議に入りますが、まず、協

議事項１の県内調査についてであります。

前回の委員会で一任を受けましたので、正副

委員長のほうで作成いたしました県内調査の日

程案をお手元のほうに配付しております。

８月６日に、一ツ瀬川県民スポーツセンタ

ー、ミヤチク、都城市役所、８月７日に、都城

圏域地場産業振興センター、県体育協会、スポ

ーツ施設協会、治山林道協会等を調査したいと

思っています。

これらに当たりましては、各部局を横断的に

ということで、時間の都合もありまして１つだ

けしか見られないものですから、御了承を願え

ればと思います。御意見等があればお願いした

いというふうに思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 ないようですので、後日、書記

が調査の出欠等に関して確認いたしますので、

よろしくお願いいたします。

また、調査時の服装につきましては、クール

ビズという形でお願いしたいと思います。

次に、次回の委員会についてでありますが、

あすも引き続き、各部局が所管する公社等につ

いて説明を受ける予定になっておりますが、何

か執行部への要求等はございませんか。

○福田委員 各外郭団体に共通しますけど、Ｏ

Ｂがおられて役員報酬が支出されている団体に

ついては、役員報酬規程というのがあると思う

んです。それが共通すれば、県が指導して１種

類かもしれんけど、ちょっと見たいですね。

○丸山委員長 今、福田委員のほうから言われ

たのは、すぐに準備は無理かもしれません。23

日の特別委員会等ありますので、そのときでも

しっかりと資料要求をしていきたいと思います

が、よろしいでしょうか。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、あすの委員会は午

前10時からを予定しておりますので、よろしく

お願いいたします。

以上で本日の委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。

午後３時６分閉会


